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1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行なうフィデリティ・ＵＳリート・

ファンド Ａ（為替ヘッジあり）およびフィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ
（為替ヘッジなし）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法第 5

条の規定により有価証券届出書を2006年12月15日に関東財務局長に提出し、2006

年 12 月 16 日にその届出の効力が生じております。 

2. 証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書(以下「請求目

論見書」といいます。)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求

を行なった場合は、投資家自らが当該請求を行なった旨を記録する必要がありま

す。なお、本投資信託説明書（交付目論見書）は、請求目論見書が添付されてお

ります。 

3. このファンドは、主に米国の不動産投資信託(REIT)を投資対象としていますが、

他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、組

み入れた不動産投資信託その他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響に

より上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組

み入れた不動産投資信託その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およ

びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証され

ているものではありません。 
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ファンドの概要

詳細につきましては、目論見書本文の該当ページをご覧くださいますよう
お願い申し上げます。

ファンドの名称

ファンドの基本的性格

ファンドの目的

主な投資対象

ベンチマーク

主な投資制限

為替ヘッジについて

価格変動等のリスク

フィデリティ・USリート・ファンド A（為替ヘッ
ジあり）
フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッ
ジなし）
（注1）

追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ（注2）

マザーファンド（「フィデリティ・USリート・マザ
ーファンド」をいいます。以下同じ。）受益証券へ
の投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場
（これに準じるものを含みます。）されている不動産
投資信託（REIT

リ ー ト

）に投資を行ない、配当等収益の確
保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図
ることを目的に運用を行ないます。

主として米国の証券取引所に上場（これに準じるも
のを含みます。）されている不動産投資信託（REIT

リ ー ト

）
に投資を行ないます。（注3）

AコースはFTSE NAREIT エクイティREIT・イン
デックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）、Bコー
スはFTSE NAREIT エクイティREIT・インデック
ス（税引前配当金込／円ベース指数）をベンチマー
クとします。（ベンチマークとの連動を目指すもので
はありません。）

株式への直接投資は行ないません。REITへの投資
割合には制限を設けず、同一銘柄のREITに対する
投資割合は、取得時においてファンドの純資産総
額の30%以内とします。

Aコースは、外貨建資産については、原則として為
替ヘッジを行ない、為替リスクの低減を図ることを
基本とします。Bコースは、外貨建資産については、
原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンドはREIT等の値動きのある証券に投資します
ので、基準価額は変動します。またREITは基本的に
外貨建てのため、為替リスクもあります。従って、
元本が保証されているものではありません。

－

7ページ

7ページ

E、7～8ページ

C、16～17ページ

23～25ページ

16ページ

K～N、28～30ページ
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決算日

信託期間

お申込み日

お申込み価額

お申込み単位

お申込み手数料

ご換金

ご換金価額

ご換金単位

信託財産留保額

信託報酬

投資信託約款の変更

信託の終了

原則として、毎月15日とします。決算日に該当する
日が休業日の場合、その翌営業日を決算日としま
す。（注4）

原則無期限です。（注5）

原則いつでもお申込みいただけます。ただし、ニュ
ーヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークに
おける銀行の休業日と同日にはお申込みの受付は行
ないません。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし
2.625％（消費税等相当額抜き2.50%）を上限と
します。（注6）

原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、
ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨー
クにおける銀行の休業日と同日にはご換金の受付は
行ないません。（詳細については販売会社にお問い
合せください。）
支払日は原則として解約請求受付日より5営業日以
降になります。

解約請求受付日の翌営業日の解約価額（注7）

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

基準価額に対して0.30％

純資産総額に対し年率1.47％（消費税等相当額抜
き1.40%）

ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむ
を得ない事情が発生したときは投資信託約款を変更
することができます。（注8）

Aコース、Bコース合計の残存口数が30億口を下回
った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認
める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、
信託を終了することができます。（注9）

当投資信託説明書（以下「目論見書」といいます。）に記載されている用語の解説については
70～71ページもあわせてご参照ください。

Q、22、50ページ

50ページ

O、3ページ

O～P、1～2ページ

O、3ページ

P、2～3ページ

R～S、
47～48ページ

R、47ページ

R、47ページ

R、47ページ

T、33ページ

51ページ

50～51ページ



C

ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマーク
を上回る場合もあれば下回る場合もあります。ベンチマークを上回ることを保証する
ものではありません。また、投資対象市場の構造変化等によっては、ファンドのベン
チマークを見直す場合があります。

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスとは、FTSE社が発表する、ニュー
ヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録の全エクイティ型REITを
構成銘柄とする米国の代表的なREIT株価指数です。
FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）
は、税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為替ヘッジコスト相当分を差引いて委
託会社が算出しています。
FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス（税引前配当金込／円ベース指数）
は、基準価額の計算日当日に三菱東京UFJ銀行が発表する対顧客直物電信売買相場
の仲値換算レートで算出しています。
当該インデックスは、2006年3月6日をもって、管理主体が全米不動産投資信託協
会（NAREIT：National Association of Real Estate Investment Trusts）より
FTSE社へ変更となったため、名称変更しております。FTSE NAREIT Equity
REITs インデックスは、FTSEにより算出されている米国の代表的なREIT指数で
す。インデックスに関するすべての権利は、FTSEに帰属します。

注1：以下「ファンド」「各ファンド」といいます。また、フィデリティ・USリート・ファンド　A（為
替ヘッジあり）を「Ａコース」、フィデリティ・USリート・ファンド　B（為替ヘッジなし）を
「Ｂコース」ということがあります。

注2：「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主とし
て投資信託証券（証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券〔マザー信託を除く。〕）
に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。

注3：ファンドは、主としてマザーファンドを通じて投資を行ないます。表記の投資対象はマザーファン
ドの主な投資対象です。

注4：ただし、最終決算日は信託の終了日となります。
注5：ただし、Ａコース、Ｂコースの合計の残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を

終了することができます。
注6：税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
注7：解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留

保額として控除した額を解約価額とします。
注8：投資信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出

たうえで行ないます。投資信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたる
ご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原
則として公告を行ないません。

注9：信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行な
い、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家
に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
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ファンドの特色及び投資方針

■ REIT（不動産投資信託）とは？

REIT（Real Estate Investment Trust/不動産投資信託）とは、多

数の投資家資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅などの様々な

形態の不動産を取得、管理、運用することを目的とする会社または信託

のことで、主に米国で発達しています。一般に、米国の投資家は、不動

産賃料からの安定分配や、インフレと不動産価格との連動性によるイン

フレヘッジ効果などを期待し、分散投資の一環として注目しているとい

われます。

一方、投資価値を調査して複数のリートに分散投資するのが、REITファ

ンドです。

リ ー ト

ファンドの投資家 

リート・ファンド リート・ファンドは、投資価値を調査し、
選別した複数のリートへ投資・運用 

米国には190＊のリートが上場し、株
式同様に取引されている Aリート 

物件 
A

物件 
B

物件 
C

物件 
D

物件 
E

物件 
F

物件 
G

物件 
H

物件 
I

Bリート Cリート Dリート 

投資 
投資収益 

投資収益 

投資収益 
投資 

投資 

各リートは複数の物件に投資・運用を行なう 

＊2006年9月末現在
出所：全米不動産投資信託協会、

FTSE NAREIT All REIT インデックス
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■ ファンドの特色及び投資方針

■ 主として米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）さ
れている不動産投資信託（REIT）に投資を行ないます。

■ ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用
を行ないます。

■ ポートフォリオの構築にあたっては、長期的な潜在成長性の高いREIT
を選定し、組入れREITのセクターや地域配分の分散を考慮します。

■ 組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREIT専任の調査・運
用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティ＊1の米国およ
び世界主要金融拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用され
ます。

■「ファミリーファンド方式」＊2により運用を行ないます。

■ 資金動向、市況動向、残存信託期間などによっては前記のような運用
ができない場合もあります。

＊1 資本関係のないFidelity International Limited（FIL）およびFMR Corp.とそれらの関連会社
のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」と
は、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。

＊2 ファンドは「フィデリティ・USリート・マザーファンド」を通じて運用を行ないます。前記は
ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。
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ファンドの運用体制

■ フィデリティのREIT運用体制
ファンドは、REITアナリストによる独自の綿密な調査・分析、REIT専
担トレーディング・チームおよびフィデリティ不動産グループによる不
動産市場調査を活用します。また、フィデリティの米国および世界主要
金融拠点の株式アナリストによる、不動産のテナントでもある企業のフ
ァンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。

■ アナリストによる個別REIT銘柄分析
・ REITアナリストは、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーシ
ョンの分析を活用してREIT銘柄の推奨を行ないます。

・ フィデリティのREITアナリストは、収益予測、成長の源や持続力
など、成長の見通しに注目して、個別REIT銘柄の調査・分析を行
ないます。

・ REITアナリストは、REIT経営陣との月1回、少なくとも四半期に
1回の直接コンタクトを通じ、経営陣の質や、潜在成長力、保有資
産の質、不動産市場、財務諸表などの観点からボトム・アップのフ
ァンダメンタルズ分析を行ないます。また、REITの保有する主要
物件も実地調査します。

・ REITのバリュエーション分析については、株価FFO＊倍率、株価
AFFO＊倍率、株価純資産倍率（株価NAV倍率）、EBITDA倍率、配
当利回り等に注目します。
＊ FFO（Funds From Operation）とは、減価償却費などを調整したREITのキャッ
シュフローを測る概念です。AFFO（Adjusted FFO）はFFOをさらに調整したも
のです。

■ フィデリティの不動産グループ
・ 不動産グループの市場・経済調査チームは、不動産市況や各セクタ

ポートフォリオ・マネージャー 

REIT経営陣との頻繁な直
接コンタクトを含む調査 

経済状況、不動産市場全体お
よび各セクターのリサーチ 

REIT専担のトレーディング
担当者からのマーケット情報 

テナントおよび各業界に関
するリサーチ 

ボトムアップ調査 
REIT専任チーム 

 

不動産グループ REIT 
トレーディング・デスク 

米国株調査 



経営 
利益成長 
資産の質 
不動産市場 

バランス・シート 

ボトムアップ 
 

ファンダメンタルズ 

不動産市場の動向 

地域毎の経済状況 

トップダウン 

組入比率 
セクター比率 

ポートフォリオ 

FFO倍率 
AFFO倍率 

株価／NAV比率 
EBITDA倍率 
配当利回り 

バリュエーション 

アナリストによる 
分析結果・推奨 
“Best Ideas” 

トレーディング 

G

ー、地域毎の需要・供給情勢等の調査を行ない、同グループの
REIT運用、不動産ファンド、ハイ・イールドCMBSの運用チーム
をサポートしております。

■ フィデリティの米国株式調査
・ REITの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを
取り巻く業界の動向の理解のために、フィデリティの米国株式調査
が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・
分析も活用します。

・ フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模
なインハウス・リサーチ（自社のスタッフによる独自調査）体制を
有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・
運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FIL
と、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
チ（FMR）が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業
調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしてい
ます。

■ フィデリティのREITポートフォリオ構築プロセス

＜フィデリティの運用・調査体制＞ （単位：人）

拠　　点 米国 欧州 日本
アジア・

パシフィック
総計

ポートフォリオ・
マネージャー

株式
ハイ・イールド債券
投資適格債券

89
9
20
172
19
48
39
4
26

39
0
6
71
0
15
11
0
7

18
0
0
30
0
0
7
0
0

17
0
2
26
0
8
9
0
2

163
9
28
299
19
71
66
4
35

株式
ハイ・イールド債券
投資適格債券
株式
ハイ・イールド債券
投資適格債券

426 149 55 64 694合　　計

アナリスト

トレーダー

※上表中の数値は、将来変更となることがあります。 （2006年6月末日現在）
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■ 運用対象となるユニバース（投資対象母集団）：
米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている
REITをユニバースとします。

■ ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析：
フィデリティのREITアナリストは、収益予測、成長の源や継続性を含
む成長見通し、バリュエーションの分析を活用してREIT銘柄の推奨を
行ないます。アナリストは、REIT経営陣との直接コンタクトや主要物
件訪問などを通じ、収益予測、成長の源や持続力を含む成長の見通し
に注目して、個別REIT銘柄の調査・分析を行ないます。経営陣の質
や、潜在成長力、保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの
観点からボトム・アップのファンダメンタルズ分析を行ないます。
また、REITのバリュエーション分析については、株価FFO倍率、株価
AFFO倍率、株価純資産倍率（株価NAV倍率）、EBITDA倍率、配当
利回り等に注目します。

■ トップダウン分析：
不動産グループの市場・経済調査チームが、不動産市況や各セクター、
地域毎の需要・供給などを調査します。

■ 米国企業や業界調査：
REITの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取り
巻く業界の動向の理解のために、フィデリティの米国株式調査が行な
うファンダメンタルズ調査を活用します。

■ ポートフォリオ構築：
組入銘柄の決定を行ないます。組入れにあたっては、各REIT銘柄のフ
ァンダメンタルズとバリュエーション分析を基にしたアナリストの分
析結果を活用し、投資妙味のあるREITを選定します。また、フィデリ
ティの米国株式アナリストからの企業調査情報、REIT専任のトレーデ
ィング担当者からのマーケット情報、不動産の各セクターおよび地域
毎の需要・供給情勢に関するトップダウンの分析を考慮することによ
り、銘柄選定の確信度に応じて個別REITとセクターの組入れ比率を決
定します。また、組入れにあたっては、REIT銘柄の特定のセクターや
地域の分散も勘案し、ファンドの配当利回りがベンチマーク以上とな
ることを目指して運用を行ないます。



過去の運用状況及び分配金の実績

０３/１２/８ 
（設定時） 

０４/８ ０４/４ ０４/１２ ０５/４ ０５/８ ０５/１２ ０６/４ ０６/８ ０６/１０/３１ 

２０，０００ 

１８，０００ 

１６，０００ 

１４，０００ 

１２，０００ 

１０，０００ 

（円） 

６,０００ 

８,０００ 

基準価額 
15,084円 

（2006年10月31日） 

累積投資額 
基準価額 
ベンチマーク 
（FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス 
〔税引前配当金込／円ヘッジ指数〕） 

I

フィデリティ・USリート・ファンド A（為替ヘッジあり）
■ 基準価額推移（2003年12月9日～2006年10月31日）

分配金推移

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第１０期

第１１期 第１２期 第１３期 第１４期 第１５期 第１６期 第１７期 第１８期 第１９期 第２０期

第２１期 第２２期 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 第２９期 第３０期

第３１期 第３２期 第３３期 第３４期

なし なし ３０円 ３０円 ３０円 ３０円 ３０円 ３０円 ３０円 ３０円

３０円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円

３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円 ３５円

３５円 ３５円 ３５円 ３５円

※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※ 累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料お
よび収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※ ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円としています。
当該インデックスは、2006年3月6日をもって、管理主体が全米不動産投資信託協会（NAREIT：National Association of Real
Estate Investment Trusts）よりFTSE社へ変更となったため、名称変更しております。

※ 基準価額は信託報酬控除後のものです。



※ 過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※ 累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料お
よび収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※ ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円としています。
当該インデックスは、2006年3月6日をもって、管理主体が全米不動産投資信託協会（NAREIT：National Association of Real
Estate Investment Trusts）よりFTSE社へ変更となったため、名称変更しております。

※ 基準価額は信託報酬控除後のものです。
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０３/１２/８ 
（設定時） 

０４/８ ０４/４ ０４/１２ ０５/４ ０５/８ ０５/１２ ０６/４ ０６/８ ０６/１０/３１ 

２４，０００ 

２０，０００ 

２２，０００ 

１８，０００ 

１６，０００ 

１４，０００ 

１２，０００ 

１０，０００ 

（円） 

８,０００ 

基準価額 
17,828円 

（2006年10月31日） 

累積投資額 
基準価額 
ベンチマーク 
（FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス 
〔税引前配当金込／円ヘッジ指数〕） 

フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし）
■ 基準価額推移（2003年12月9日～2006年10月31日）

分配金推移

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第１０期

第１１期 第１２期 第１３期 第１４期 第１５期 第１６期 第１７期 第１８期 第１９期 第２０期

第２１期 第２２期 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 第２９期 第３０期

第３１期 第３２期 第３３期 第３４期

なし なし ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円

４０円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円

４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円 ４５円

４５円 ４５円 ４５円 ４５円
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ファンドのリスク

■ 投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また
収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資元本や投資利回りは、
様々な要因により大きく変動する可能性があります。

■ ファンドが主として投資するマザーファンドは、主として米国の証券
取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資
信託（REIT）に投資しますが、その他の有価証券に投資することもあ
ります。また、ファンド自身で直接、REIT等の有価証券に投資するこ
ともあります。

■ ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れたREITやその
他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますの
で、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、REITが組
み入れた不動産の値動き、REITおよびその他の有価証券の経営・財務
状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本
を割り込むことがあります。

■ REITの投資対象は、主として米国の不動産であることから、投資家
は、ファンドに投資することにより、実質的に主として米国の不動産
へ投資を行なっていることになります。従って、投資家は、有価証券
のみを運用対象とする他のファンドへ投資する場合とは異なる種類の
リスクを併せて有することになります。また、REITの価格や配当率
は、REITそのものの市場での需給関係やREITが保有する不動産の価
値の変動による影響を受けます。

■ 委託会社等の指図による運用行為によりファンドに生じた損益は全て
受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。

＊ 以下に、ファンドへの一般的なリスクの説明を行ないますが、これらは主なリスクのみであり、全
てのリスクが網羅されているものではないことにご注意ください。

A） REITの価格および収益性に影響を与えるリスク要因
1） 外的要因
1. 米国不動産市場に関するリスク
■ REITは、主として米国の様々な種類の不動産を投資対象とし
ており、REITの価格や配当率は、その保有している不動産の
価値や収益性と密接に結びついています。

■ 例えば、賃貸物件の供給過剰の場合や景気の悪化等により空室
率が上昇した場合には、テナント等の確保を目的として賃料低
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下を招き、REITの価格や配当率の下落に繋がることがありま
す。

■ さらに、不動産の需給関係は、住宅、コンドミニアム、オフィ
スビル、ショッピングモール、レジャー施設、病院など、不動
産の種類により異なり、REITの価格動向や配当率も異なりま
す。

2. 金利リスク
■ REITは米国の証券取引所等で株式と同様に取引されますので、
収益の分配状況によっては、金利の上昇局面において、他のよ
り利回りの高い債券などとの比較で売却され、価格が下落する
ことがあります。

■ また、REITが資金調達を行なった場合、借入金の残高や借入
期間によっては、金利上昇によって増大した借入コストが保有
不動産から得られる収入を上回ることとなり、REITの財務内
容が悪化して、REITの価格や配当率の下落に繋がることがあ
ります。

■ 金利の上昇は、REITの本源的価値を決定する要因である保有
不動産の評価額にもマイナスの影響を与え、REITの価格の下
落に繋がる可能性があります。

■ 一方で、金利上昇は不動産開発に係る資金調達のコストを引き
上げ、新たな不動産の供給を抑えることから、この面で、既存
のREITにとっては競争抑制要因としてプラスに働くこともあ
ります。

3. 経済環境の地域差、不動産利用者の意識の変化に関するリスク
■ 米国は、その規模の大きさから、経済環境が地域により異なる
ことがあります。それに伴い、不動産の需給や価格などの変動
にも地域差を生じることがあります。

■ また、REITが特定の地域の不動産のみに集中して投資を行な
っており、その地域のみが不況となった場合には、米国全体の
経済状況にかかわらず、賃貸収入の減少等により収益性が悪化
し、REITの価格や配当率が大幅に下落する可能性があります。

■ さらに、時間の流れと共に、人や企業の行動様式も変化し、不
動産に対する意識が変化し、特定のREITの価格や配当率等に
大きな影響を及ぼす可能性があります。
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2） REITの構造上のリスク
1. REITの保有する不動産に関するリスク
■ REITは主として米国の不動産に投資するため、不動産の評価
額がREITの価格の決定に大きな影響を与えます。

■ 従って、REITが投資する不動産の質（築年数、所在地、使用
目的、権利関係、建築業者など）の違いにより、REITの価格
や配当率は異なります。

2. REITの経営陣に関するリスク
■ REITは法人組織であり、運用計画の立案および実行は、委託
会社ではなくREITの経営陣が行ないます。

■ 従って、REITの経営陣の運営如何によっては、収益性や財務
内容が大きく異なることがあります。

3. REITの資金調達の限界、債務残高に関するリスク
■ REITは、制度上の枠組みとして、その収益の90%以上を投資
家に還元する必要があり、REIT内部に確保できる資金の額に
は限界があります。

■ 従って、REITが新たに不動産を取得または開発しようとして
も機動的に外部から資金調達できない可能性があります。

■ また通常に比べて高い収益性や配当率を誇るREITの中には、借
入額が巨額なものもあり、将来の価格、配当率に多大な影響を
与えることがあります。REITの純資産額に比べて借入額が大
きい場合などでは、投資家から財務内容が弱いとみなされて、
新たな資金調達が困難となったり、価格が下落することがあり
ます。

4. REITの規模に関するリスク
一部を除いてREITの時価総額は、一般の事業法人と比較して小
規模のため、投資家の認知を得ることが難しく、資本市場での資
金調達に支障を生じることがあります。

5. REITに係る規制環境に関するリスク
REITに関する法律、税制、会計など規制環境の変化により、
REITの価格や配当率が影響を受けること、上場廃止となること
があります。



N

B） 証券投資信託の運用における一般的なリスク
1. 有価証券の価格変動リスク
基準価額は有価証券などの市場価格の動きを反映して変動します。

2. 為替リスク
日本以外の外国の有価証券に投資を行なう場合は、為替リスクが
発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよ
びマザーファンドの基準価額が変動します。Ａコースは為替ヘッ
ジを行なうため、ヘッジ対象通貨の金利よりも円金利の方が低い
現状では、ファンドが為替ヘッジコストを負担しています。Bコ
ースは為替ヘッジを行なわないため、ファンドの基準価額は通貨
の為替変動の影響を受けます。

3. 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければなら
ないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況に
よって基準価額が大きく変動する可能性があります。

4. 信用リスク
有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資
資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を
行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場
合があります。



O

ご投資の手引き

（１）お申込みについて：

（イ）お申込み取扱い場所
ファンドの販売会社において委託会社および販売会社の営業日にお申込み
の受付を行ないます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークにおける銀行の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないま
せん。（詳細については、販売会社にお問い合わせください。）
販売会社の詳細は下記にご照会ください。

フィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）
インターネットホームページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html
フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

（ロ）お申込み単位
お申込み単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なりま
す。（ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コ
ース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。累
積投資コースに関する記載については、同じ内容の異なる名称を含むも
のとします。）

詳細は委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.
co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコ
ール（0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）ま
たは販売会社までお問い合せください。

（ハ）お申込み価額とお申込み手数料
■ お申込み価額（ファンドの発行価格）：取得申込受付日の翌営業日の基
準価額とします。
基準価額とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額をファンドの計算
日における受益権総口数で除して得たものです。
基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
「計算日」とは基準価額が算出される日を示し、原則として委託会社の営

信託契約 

収益 収益 分配金・償還金 分配金・償還金 

お申込み金 お申込み金 信託金 投資 

ご投資家の 
皆様 

販売会社 委託会社 
（フィデリティ投信） 

投資対象 受託会社 

運用の指図 
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業日です。

基準価額については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.
fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー
コール（0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）または
販売会社までお問い合わせください。また、原則として、翌日付の日本経済
新聞（略称：Aコースは「UリトA」、Bコースは「UリトB」）に掲載されます。

■ お申込み手数料：
お申込みには手数料がかかります。ただし2.625％（消費税等相当額抜
き2.50％）を上限とします。
手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申
込手数料率を乗じて得た額です。

お申込み手数料については、委託会社のホームページ（アドレス：http://
www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社
のフリーコール（0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5
時〕）または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。

（ニ）お申込みの払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、取得申込受付日から起算して5営業日まで
にお申込み代金を販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払
いください。

（ホ）その他のお申込みのご留意点
（ａ）お申込みのご留意点
■ ファンドのお申込みの際の手続き、受付時間等について：
お申込みの際は、販売会社の所定の方法に基づき行なってください。た
だし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀
行の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。
なお、午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までにお申込みが行な
われたものを、当日のお申込み受付分とします。（受付時間は販売会社に
より異なることがあります。）この受付時間を過ぎてからの取得申込みは
翌営業日の取扱いとします。

■ お申込み金額が多額な場合等について：
委託会社は、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的
に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引
の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受付けたお申込み
を取り消すことができます。
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■ 累積投資コースにかかる「自動けいぞく投資約款」について：
ご投資家の皆様は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」＊に基づ
く契約（自動けいぞく投資契約）を結んでいただきます。
＊ 販売会社によっては、同じ権利義務関係を規定する名称の異なる契約、または規定を用いているこ
とがあり、上記の内容はこのような異なる名称の契約等にもあてはまります。

■ 受益証券の保護預りについて：
「一般コース」のご投資家が受益証券の保護預りをご希望される場合は、
販売会社と保護預り契約を締結していただいたうえで保護預りとするこ
とができます。
「累積投資コース」の受益証券は全て保護預りとなり、受益証券をお引き
出しすることはできません。

（ｂ）販売会社を通じた取得申込みについてのご留意点
■ ご投資家の皆様の資金は、販売会社から委託会社に対して現実に払い込
みがなされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。

■ 収益分配金・一部解約金・償還金のお支払いは、全て販売会社を通じて
行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会
社に対し支払った後は、ご投資家の皆様への支払についての責任は負い
ません。

■ 委託会社は、販売会社（取次会社を含みます。）とは別の法人です。
■ 委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（ご投資家
の皆様のお申込み金額の預り等を含みます。）について責任を有します
が、互いに他については責任を有しません。

■ 受益証券の交付は、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
販売会社またはその指定する方について受益証券を交付しますが、その
後のご投資家の皆様への交付については責任を負いません。なお、「累積
投資コース」をお申込みのご投資家の受益証券は、全て販売会社による
保護預りとなり、交付は行なわれませんのでご承知おきください。

（２）収益の分配

（イ）分配金について
原則として、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、投
資信託約款に定める｢収益分配方針｣に基づいて分配を行なう予定です。

（ロ）支払い方法について
「累積投資コース」をご利用された場合：
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合：
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日
目からお支払いいたします。販売会社でお受取りください。
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（３）ご換金について

（イ）ご換金の手続き
ご換金は「解約請求」として行なうことができます。
ご換金は、委託会社およびお申込みの販売会社の営業日に、お申込みの
販売会社までご請求ください。
ご換金は、午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までに請求が行な
われたものを当日のお申込み受付分とします。（受付時間は販売会社によ
り異なることがあります。）この受付時間を過ぎてからのご換金請求は翌
営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける
銀行の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。

（ロ）ご換金単位
ご換金単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なりま
す。
詳細は委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.
co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコ
ール（0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）ま
たは販売会社までお問い合わせください。

（ハ）ご換金の手数料とご換金の価額
ご換金にあたっては、手数料はかかりません。ただし信託財産留保額（基
準価額の0.30％の額）を負担していただきます。
ご解約の際の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財
産留保額を控除した解約価額とします。
解約価額＝基準価額－信託財産留保額（基準価額×0.30％）
お受取りの価額は、ご投資家の皆様により異なります。
解約価額が個別元本を上回った場合：その超過額に所得税、地方税率

を乗じて得た額を差し引いた額
解約価額が個別元本を下回った場合：解約価額

（ニ）ご換金代金のお支払い時期
ご換金代金は、原則としてご投資家の皆様のご換金請求を受付けた日か
ら起算して、5営業日目から販売会社でお支払いします。

（ホ）ご換金の留意点
（a）ご換金の受付の中止
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、ご換金請求の受付を中止すること
および既に受付けた解約の請求の受付を取消すことができます。このよ
うな場合には、ご投資家の皆様はご換金請求を撤回することができます。
撤回しない場合は、委託会社がご換金請求の中止解除した後の最初の基準
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価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。

（b）投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口のご換金を制限す
ることがあります。

（４）ファンドのスイッチングの取扱い

（イ）スイッチングの手続き
AコースとBコースとの間で、スイッチング（乗換え）ができます。スイ
ッチングとは、一方のコースを解約（ご換金）し、他方のコースの買付け
を同時に申込んだものをいいます。
ただし販売会社によってはスイッチングの取扱いを行なわない場合があり
ます。
また、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行
の休業日と同日にはスイッチングのお申込みの受付を行ないません。

（ロ）スイッチングの単位
スイッチングのお申込み単位は「一般コース」「累積投資コース」によっ
て異なることがあります。

（ハ）スイッチングの手数料と価額
スイッチングに際しては、お申込み手数料はかかりませんが、ご換金を
行なうコースについては、信託財産留保額および税金が差し引かれます。
スイッチングの際の価額は、お申込み受付日の翌営業日の基準価額とな
ります。

（ニ）スイッチングの留意点
お申込み、ご換金の留意点は、スイッチングによるお申込み、ご換金に
も適用されますので、PP～PQおよびPR～PSをご参照ください。

（５）運用状況の報告

毎年3月および9月に到来する決算後に、期間中の運用経過のほか、投資
信託財産の内容、有価証券売買状況を記載した「運用報告書」を作成し、
お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお
届けいたします。
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費用と税金

ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次の
とおりです。

時　期

お申込み時

項　目

お申込み手数料
（消費税等相当額）

費用・税金
販売会社により異なりますので、販売会社にご確
認ください。ただし2.625%（消費税等相当額抜
き2.50％）を上限とします。

収益分配時 所得税および地方税
普通分配金（注1）に対し10％
（所得税7％、地方税3％）（注2）

■ お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金（個人
の場合）

ご換金時
（解約の場合）

信託財産留保額（注3）

所得税および地方税

基準価額に対し0.30％

ご投資家の個別元本（注4）超過額に対し10％
（所得税7％、地方税3％）（注2）

償還時 所得税および地方税
ご投資家の個別元本超過額に対し10％
（所得税7％、地方税3％）（注2）

（注1）ご投資家が収益分配金を受け取る際、A当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている
場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、B当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下
回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の
払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の
当該ご投資家の個別元本となります。

（注2）2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われる収益分配金（解約・償還差益を含みます。）等につきましては、源泉税
率は個人のご投資家については10%（所得税7%、地方税3%）、法人のご投資家については7%（所得税）となります。2008
年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は個人のご投資家については20%（所得税15%、地方税5%）、法
人のご投資家については15%（所得税）となることが予定されております。

（注3）信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家との公平に資するため、解約される
ご投資家の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。

（注4）個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれま
せん。）をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご
投資家の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、受益証券を保護預りとしない場合、記名式受益証券の場
合、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積
投資コース」と「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。

※税制が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。

※上記のほか、Aファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、B先物取引やオプショ
ン取引等に要する費用、C外貨建資産の保管費用、D借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、E投資信託財産に関する租税、F

信託事務の処理に要する諸費用、G受託会社の立替えた立替金の利息を投資信託財産でご負担いただきます。
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を投資信託財産から受けることができます。
A受益証券の管理事務に関連する費用、B有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、
投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、Cご投資家に対
する公告費用、Dファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする率（ただし変更される場合があります。）を毎日乗じて得た額を上記の諸
費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、投資信託財産より受領することができます。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。

時　期

毎　日

項　目

信託報酬

総額

配分

費用・税金
純資産総額に対して 年率1.47% （消費税等相当額抜き1.40%）
委託会社 純資産総額に対して 年率0.735%（消費税等相当額抜き0.70%）
販売会社 純資産総額に対して 年率0.630%（消費税等相当額抜き0.60%）
受託会社 純資産総額に対して 年率0.105%（消費税等相当額抜き0.10%）

■ 間接的にご負担いただく（投資信託財産が支払う）費用・税金



 

 

投資信託振替制度への移行について（お知らせ） 

 
◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）への記載･

記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 

 
◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。 

 
 

 

 

 

 

◆振替受益権について 
平成 19 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託

される受益権の帰属は、フィデリティ投信株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのフ

ァンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替

機関等｣という場合があります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振

替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 

ファンドの受益権は、本交付目論見書の「第一部 証券情報 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機

関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記振替機関の業務規程その他の規則に従って支払

われます。 

 

◆既に発行された受益証券の振替受益権化について 
委託会社は、本交付目論見書の「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (1)

資産管理等の概要」中の｢6．投資信託約款の変更（注）｣に記載の手続きにより、投資信託約款の変更を行

なう予定であり、この投資信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入

簿に記載または記録を申請することができるものとします。 

原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に

振替受入簿に記載または記録するよう申請します。 

ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確

認した後、当該申請を行なうものとします。 

※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始

日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。 

 

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間

の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権とな

ります。 

また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合

において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 

 

詳しくは後述の「信託約款（平成 19 年 1 月 4日適用予定）の変更内容について」をご覧ください。 

 
 

以上 
 

ファンドは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンド

の受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。 

※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社債､

株式等の振替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。 
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第一部【証券情報】 
 

(1）【ファンドの名称】 

 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） 

 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 

（以上を総称して、以下「ファンド」または「各ファンド」といいます。必要

に応じて、フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）を「Ａ

コース」といい、フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

を「Ｂコース」といいます。） 

 

(2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

 ファンドは契約型の追加型株式投資信託です。 

 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者の請求により無記名式から記名

式への変更、また記名式から無記名式への変更を行なうことが可能です。ただし、

フィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）の指定する証券会

社（外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録金融機関（以下総称して

「販売会社」といいます。）と「自動けいぞく投資契約」（名称の如何を問わず、

収益分配金の再投資を内容とする、販売会社との同種の契約を含みます。以下同

じ。）を締結して取得した受益者の受益証券については全て無記名式とします。 

格付は取得していません。 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令

で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。

以下同じ。）の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 

振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機

関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下

「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより

定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権

を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、

やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(3）【発行（売出）価額の総額】 

 Ａコース、Ｂコースともに、２兆円
*
を上限とします。 

＊ 受益証券１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額 

※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地

方税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 

 

(4）【発行（売出）価格】 

 取得申込受付日の翌営業日の基準価額＊1とします。 

＊１ ファンドの「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を

計算日＊2における受益権総口数で除して得た、受益証券１口当たりの純

資産額です。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され

ます。 
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＊２ 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社

の営業日です。 

  

 発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（ア

ドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただく

か、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午

後５時) ）または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原

則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、

ファンドは、Ａコースは「ＵリトＡ」、Ｂコースは「ＵリトＢ」として略称で掲

載されています。） 

 

(5）【申込手数料】 

①  申込手数料率は2.625％(消費税等相当額抜き、2.5％)を超えないものとします。

申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託

会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））

または販売会社までお問い合わせください。 

※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率

を乗じて得た額とします。 

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じ

て得た金額をいいます。 

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数

料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいま

す。 

 

ただし、「累積投資コース」を選択し、毎計算期末の収益分配金を自動的に再

投資する場合は、原則として無手数料の取扱いとなります。 

 

また、Ａコース、Ｂコース間の乗り換え（以下「スイッチング」といいま

す。）の場合には、申込手数料は、無手数料とします。 

※ スイッチングについては、後記「(12）その他 ⑤」をご参照ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあって

は、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口

数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によ

りファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。 

※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヶ月以内に償還と

なった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託お

よび延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行な

わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取

得申込受付日の属する月の前３ヶ月以内における受益証券の買取請求によ
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る売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なっ

た販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する

「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販

売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る

売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以

内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいま

す。 

 

スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販

売会社にお問い合わせください。 

 

(6）【申込単位】 
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 
ただし、累積投資コースに基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の

整数倍をもって取得の申込みができます。 

 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会

社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））ま

たは販売会社までお問い合わせください。 

 

(7）【申込期間】 

 2006年12月16日（土曜日）から2007年12月14日（金曜日）まで。 

 ただし、お申込みの受付は、委託会社および販売会社の営業日に限り行なわれ

ます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀

行の休業日と同日にはお申込みの受付は行なわれません。(詳細については販売

会社にお問い合わせください。) 

 なお、受益証券の取得申込みの受付は午後３時までとしますが、わが国の証券

取引所が半休日となる場合の受付は午前11時までとします。ただし、受付時間は

販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時

間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。 

 

(8）【申込取扱場所】 

申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託

会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５

時））または販売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販

売会社の本支店等とします。 

 

(9）【払込期日】 

取得申込者は、取得申込受付日から起算して５営業日までに申込代金をお申込

みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合に
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は、その期日までに申込代金をお支払いください。 

当該取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信

託が行なわれる日に、販売会社から、委託会社の口座を経由して、受託会社の

ファンド口座に払込まれます。なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行する予定で

あり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれ

る日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に

払い込まれます。 

 

(10）【払込取扱場所】 

 原則として申込取扱場所と同じです。なお、申込取扱場所の詳細については、

委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託

会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５

時））または販売会社までお問い合わせください。 

 

(11）【振替機関に関する事項】 

 該当ありません。なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に

移行する予定であり、その場合の振替機関は下記の通りです。 

 

株式会社証券保管振替機構 

 

(12）【その他】 

① ファンドの受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取

得申込みを行なってください。 

 

② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的

に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止

その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取

得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すこと

ができます。 

 

③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資

する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益

者にお支払いする「一般コース」があります。また、累積投資コースを取扱う

販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス（名称の如何

を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。）を取扱う場合があります。た

だし、販売会社によっては、累積投資コースであっても収益分配金を自動的に

再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会

社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意くだ

さい。 

 累積投資コースを利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動け

いぞく投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要がありま

す。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で
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同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この

場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。 

 また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得

申込者は、販売会社との間でファンドの受益証券の定時定額購入サービスに関

する取り決めを行なって頂きます。 

 

④ ファンドの受益証券につき保護預りを利用される場合には、取得申込者と販

売会社との間で、保護預りに関する契約が締結される必要があります。累積投

資コースをご利用の場合、受益証券は全て保護預りとさせて頂きます。 

 

⑤ Ａコース・Ｂコース間でスイッチングを行なうことができます。（一方の

コースの換金と他方のコースの購入を同時に申し込んだものをスイッチングと

して取扱います。） 

 なお、スイッチングに際しては申込手数料はかかりません。また、スイッチ

ングによって取得申込みをする場合の受益証券の発行価格は、取得申込受付日

の翌営業日の基準価額とします。 

 ただし、スイッチングにより換金されるコースについては、お申込みの受付

の翌営業日の基準価額に対して0.3％の信託財産留保額
＊１

ならびに解約価額の

個別元本超過額に対して10％の源泉税
＊２

がかかりますのでご留意ください。 

 上記にかかわらず、販売会社によってはスイッチングの取扱いを行なわない

場合があります。その場合、前記「(5) 申込手数料 ①」に定める申込手数料

がかかります。また、Ａコース、Ｂコースどちらか一方のみの取扱いを行なう

場合があります。 

＊１ 「信託財産留保額」とは、引き続き受益証券を保有する受益者と途中

で解約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準

価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいい

ます。 

＊２ 税金についての詳細は、後記「第二部 ファンド情報 第１ ファンド

の状況 ４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照くださ

い。 

 

⑥ お申込金額には利息はつきません。 

 

⑦ 日本以外の地域における発行は行ないません。 

 

⑧ ファンドの受益証券は米国証券取引委員会（ＳＥＣ）に登録されていないた

め、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売する

ものではありません。 

 

⑨ 振替受益権について 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし

ます。 
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ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関

に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払わ

れます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座

簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発

行されません。 

◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。 

 

⑩ 既発行受益証券の振替受益権化について 

委託会社は、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ７ 管理及

び運営の概要 (1)資産管理等の概要 ６.投資信託約款の変更（注）」の手続

きにより投資信託約款の変更を行なう予定であり、この投資信託約款の変更が

成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または

記録することを申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18

年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行

なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1

月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振

替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受

益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確

認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された

受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日

にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録

により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託

の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に

当該申請の手続きを委任することができます。 
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第二部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 

 

１【ファンドの性格】 
 

(1）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

 ファンドは、フィデリティ・ＵＳリート・マザーファンド（以下「マザーファ

ンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として米国の証券取引所に

上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（以下「ＲＥ

ＩＴ（リートと読みます。）」ということがあります。）に投資を行ない、配当

等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に

運用を行ないます。 

 

② ファンドの信託金の限度額 

 委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で2,000

億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたとき

は、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。 

 また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ること

により、当該限度額を変更することができます。 

 

③ ファンドの基本的性格 

 ファンドは、追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ」に属する

ものです。 

※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類

方法において、「主として投資信託証券（証券投資信託受益証券および証

券投資法人の投資証券（マザー信託を除く。））に投資するもの」として

分類されるファンドをいいます。 

 

④ ファンドの特色 

 ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下のとおりです。 

● 主として米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されて

いる不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資を行ないます。 

● ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行な

います。 

● ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いＲＥＩＴを

選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地域配分の分散を考慮します。 

● 組入れＲＥＩＴの選定に際しては、フィデリティのＲＥＩＴ専任の調査・運

用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティ
＊
の米国および世界

主要金融拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。 

 

※ 資金動向、市況動向、残存信託期間などによっては、上記のような運用がで

きない場合もあります。 
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＊ 資本関係のないFidelity International LimitedおよびFMR Corp.とそれら

の関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがありま

す。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味し

ます。 

 

ＲＥＩＴ（不動産投資信託）とは？ 

 

 ＲＥＩＴ（Real Estate Investment Trust／不動産投資信託）とは、多数の投資

家資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅などの様々な形態の不動産を取得、

管理、運用することを目的とする会社または信託のことで、主に米国で発達してい

ます。一般に、米国の投資家は、不動産賃料からの安定分配や、インフレと不動産

価格との連動性によるインフレヘッジ効果などを期待し、分散投資の一環として注

目しているといわれます。 

 一方、投資価値を調査して複数のリートに分散投資するのが、ＲＥＩＴファンド

です。 

 
 

     出所：全米不動産投資信託協会、FTSE NAREIT All REITインデックス  

 

リート・ファンド 

投資 投資収益 

ファンドの投資家 

Ａリート Ｂリート Ｃリート Ｄリート 

投資収益 

投資

… 

投資 
投資収益 

物件

Ａ 

物件 

Ｂ 

物件 

Ｃ 

物件

Ｄ 

物件

Ｅ 

物件

Ｆ 

物件

Ｇ 

物件

Ｈ 

物件 

Ｉ 

リート・ファンドは、投資
価値を調査し、選別した複
数のリートへ投資・運用 

米国には190＊のリー
トが上場し、株式同様
に取引されている 

各リートは複数の物件
に投資・運用を行う 

＊2006年9月末現在 
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米国ＲＥＩＴの種類 （2006年9月末現在） 

 

 米国ＲＥＩＴにはさまざまな種類があります。特にＮＡＲＥＩＴによる投資資産

分類では、大分類で10種類に分けられています。投資対象が違えばリスクリターン

が異なると考えられ、一口にＲＥＩＴ投資といっても非常に多様な選択肢があるの

が、米国ＲＥＩＴの魅力のひとつといえるでしょう。 
 

 

オフィス・工場
（33銘柄）

25%

商業・小売施設

（33銘柄）24%

住宅（23銘柄）16%

モーゲージ（39銘柄）7%

多角（13銘柄）7%

ホテル・リゾート（16銘柄）7%

特殊（9銘柄）5%
倉庫（4銘柄）4%
ヘルスケア（12銘柄）5%

ハイブリッド（8銘柄）2%

  

 

＊分類別比率（％）は、小数点以下四捨五入で掲載 

出所：全米不動産投資信託協会 
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米国REIT
＊
の過去の年間パフォーマンス（1990年～2005年12月） 

 

11.1% 10.2% 8.2% 6.7% 6.7% 8.7% 8.9% 6.9% 4.8%
7.6% 9.9% 8.1% 6.9% 8.7% 7.2% 5.5%

-26.5%

25.5%

6.4%
13.0%

-3.5%

6.6%

26.3%

13.3%

-22.3%

-12.2%

16.5%

5.8%

-3.1%

28.5%

24.4%

6.7%

-15.4%

14.6%

19.7%

3.2%

15.3%

20.3%

-17.5%

26.4%

13.9%

31.6%

12.2%

35.7%

-4.6%

35.3%

37.1%

3.8%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

価格変動

インカム収益

トータルリターン
出所：全米不動産投資信託協会

＊ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックス年間トータルリターン（米ドルベース）
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米国REIT市場の時価総額の推移 （1990年～2006年9月） 
 

 

1990年～2005年は12月末、2006年は10月末現在の数値 

出所：全米不動産投資信託協会 

 ＊ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴコンポジットＲＥＩＴ・インデックス（米ドルベース） 

 
 

(2）【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組み 

 ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミ

リーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者

から集めた資金をまとめてベビーファンド（ＡコースおよびＢコース）とし、そ

の資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 

 取得申込者は為替ヘッジを行なうＡコースと為替ヘッジを行なわないＢコース

を選択できます。また、Ａコース・Ｂコース間でスイッチングが可能です。ただ

し、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行なわない場合、またはＡ

コース・Ｂコースどちらかの一方のみの取扱いを行なうことがあります。 

 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

（億ドル） 
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 ファンドの仕組みは以下のとおりです。 

 

  

 

（受益証券の募集の取扱い、
一部解約の実行の請求の受
付、収益分配金の再投資、収
益分配金・償還金・一部解約
金の支払等） 

販売会社 

三井アセット信託銀行株式会社 
（投資信託財産の保管・管理
等） 

受託会社 

証券投資信託契約

 
 

フィデリティ・USリート・ 
マザーファンド 

マザーファンド 

 
 

フィデリティ・マネジメント・アンド・
リサーチ・カンパニー 

（マザーファンドの為替ヘッジ取引を除
く運用の指図および実行） 

フィデリティ･インベストメント・ 
サービシズ(アイルランド)・リミテッド
（マザーファンドの為替ヘッジに関する

運用の指図および実行） 

運用の委託先 

投資顧問契約

フィデリティ投信株式会社 
 
（投資信託財産の運用指図、
受益証券の募集・発行等） 

 
 

フィデリティ･インベストメント・サービシズ
(アイルランド)・リミテッド 

（Ａコースの為替ヘッジに関する 
運用の指図および実行） 

Ａコースの為替ヘッジ委託

投資顧問契約

受益者 

 

フィデリティ・USリート・ファンド 
Ａ（為替ヘッジあり） 

フィデリティ・USリート・ファンド 
Ｂ（為替ヘッジなし） 

ファンド 

委託会社 

受益証券の募
集・販売の取扱
等に関する契約 
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② 委託会社およびファンドの関係法人 

 委託会社およびファンドの関係法人は以下のとおりです。 

(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社 

 ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、

受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益証券の募集・発行、目論見

書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、

投資信託財産の計算（受益証券の基準価額の計算）、投資信託財産に関する帳

簿書類の作成等を行ないます。 

 

(b）受託会社：三井アセット信託銀行株式会社 

 ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保

管・管理、投資信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)、受益証券の認証、

外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。 

 受託会社は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務

の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託すること

ができます。 

 

(c）販売会社 

 ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書・運用報告

書の交付、受益証券の保護預り、信託契約の一部解約に関する事務、受益者へ

の収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、

所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。 

 

(d）運用の委託先：  

 名称 委託する業務の内容 

 

フィデリティ・マネジメント・
アンド・リサーチ・カンパニー
（所在地：米国マサチューセッ
ツ州） 

委託会社より運用の指図に関する権限の
委託を受け、マザーファンドの運用の指
図（為替ヘッジ取引を除きます。）を行
ないます。 

 

フィデリティ・インベストメン
ト・サービシズ（アイルラン
ド）・リミテッド（所在地：ア
イルランド ダブリン） 

委託会社より運用の指図に関する権限の
委託を受け、Ａコースおよびマザーファ
ンドの為替ヘッジ取引に係る運用の指図
を行ないます。 

 

 なお、上記にかかわらず、委託会社も短期資金の運用のため、投資信託証券

またはコール・ローンを含む金融商品に関する運用の指図を行なうことができ

ます。 

 ただし、運用の委託先が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、

投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の

指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 
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(a）受託会社と締結している契約 

 ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、

ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。 

 

(b）販売会社と締結している契約 

 委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一

部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定していま

す。 

 

(c）運用の委託先と締結している契約 

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委

託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定し

ています。 

 

④ 委託会社の概況 

(a）資本金の額       金10億円（2006年10月末日現在） 

 

(b）代表者の役職氏名    代表執行役 トーマス・エミル・ヨハン・バルク 

 

(c）本店の所在の場所    東京都港区虎ノ門４丁目３番１号  

城山トラストタワー 

 

(d）沿革： 

1986年  フィデリティ投資顧問株式会社設立 

1987年  投資顧問業の登録 

同年   投資一任業務の認可取得 

1995年  投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会

社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営 

 

(e）大株主の状況： 

  （2006年10月末日現在）

 株主名 住所 
所有株式数 

(株) 
所有比率
（％） 

 

フィデリティ・
ジャパン・ホール
ディングス株式会
社 

東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 
城山トラストタワー 

20,000 100

 

(f）委託会社の概要 

● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィデリティ・インターナ

ショナル・リミテッド（FIL）の実質的な子会社です。FILは、1969年にバ

ミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投

資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。

委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供する
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ための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。 

● FILの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ

（FMR）は1946年にボストンで設立され、現在では米国有数
＊
の投資信託会

社となっています。世界各地のフィデリティの投資専門家は、分析した個

別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投

資判断が可能となっています。 

＊ 「ストラテジック・インサイト」2006年6月末の調査結果によるもの

です。 
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２【投資方針】 
 

(1）【投資方針】 

① 投資態度 

(a）ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。 

(b）Ａコースは、実質外貨建資産＊については、原則として為替ヘッジを行ない、

為替リスクの低減を図ることを基本とします。Ｂコースは、実質外貨建資産に

ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。 

(c）マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に潜在成長性の高いＲＥ

ＩＴを選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地域配分の分散を考慮します。 

(d）資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができ

ない場合もあります。 

＊ 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンド

の投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額

（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信

託財産の総資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額

をいいます。）との合計額をいいます。 

 

② ファンドのベンチマーク
＊１

 

 ファンドのベンチマークはＡコース、Ｂコースのそれぞれに設定します。 

Ａコース：ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス
＊２
（税

引前配当金込／円ヘッジ指数）
＊３
 

Ｂコース：ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス
＊２
（税

引前配当金込／円ベース指数）
＊４
 

＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリ

スク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマ

ンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ベン

チマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象市

場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があり

ます。 

＊２ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックスとは、ＦＴ

ＳＥ社が発表する、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、Ｎ

ＡＳＤＡＱ登録の全エクイティ型ＲＥＩＴを構成銘柄とする米国の代表的

なＲＥＩＴ株価指数です。 

＊３ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス（税引前配

当金込／円ヘッジ指数）は、税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為

替ヘッジコスト相当分を差引いて委託会社が算出しています。 

＊４ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス（税引前配

当金込／円ベース指数）は、基準価額の計算日当日に三菱東京ＵＦＪ銀行

が発表する対顧客直物電信売買相場の仲値換算レートで算出しています。 

※  当該インデックスは、2006年3月6日をもって、管理主体が全米不動産投資

信託協会（NAREIT:National Association of Real Estate Investment 

Trusts）よりFTSE社へ変更となったため、名称変更しております。ＦＴＳ

Ｅ ＮＡＲＥＩＴ Ｅｑｕｉｔｙ ＲＥＩＴs インデックスは、ＦＴＳ
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Ｅにより算出されている米国の代表的なＲＥＩＴ指数です。インデックス

に関するすべての権利は、ＦＴＳＥに帰属します。 

 

③ 運用方針 

■ 主として米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されて

いる不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資を行ないます。米国以外の市場の不

動産投資信託に投資することもあります。 

■ ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。 

■ ファンドのベンチマークは次のとおりです。 

Ａコース：ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス（税

引前配当金込／円ヘッジ指数） 

Ｂコース：ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス（税

引前配当金込／円ベース指数） 

■ ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いＲＥＩＴを

選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地域配分の分散を考慮します。 

■ ＲＥＩＴ銘柄選択にあたっては、個別ＲＥＩＴに関するＲＥＩＴアナリスト

による独自の綿密な調査・分析、ＲＥＩＴ専担トレーディング・チームおよ

びフィデリティ不動産グループによる不動産市場調査を活用します。 

■ ＲＥＩＴアナリストは、収益予測、成長の源や持続力など、成長の見通し、

バリュエーションの分析を活用してＲＥＩＴ銘柄の推奨を行ないます。ポー

トフォリオ・マネージャーは、不動産の各セクターおよび地域毎の需要・供

給情勢に関するトップダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信

度に応じて個別ＲＥＩＴとセクターの組入れ比率を決定します。ポートフォ

リオ構築にあたっては、フィデリティの米国および世界主要金融拠点の株式

アナリストによる、不動産に入居する個別企業（テナント）のファンダメン

タルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。 

■ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができな

い場合もあります。 

 

※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主

たる投資対象であるマザーファンドの特色および運用方針を含みます。 

 

(2）【投資対象】 

① 投資対象とする資産の種類 

 ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法

律（以下「投資信託法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。

以下同じ。） 

１．有価証券 

２．有価証券指数等先物取引に係る権利 

３．有価証券オプション取引に係る権利 

４．外国市場証券先物取引に係る権利 

５．有価証券店頭オプション取引に係る権利 

６．金銭債権 
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７．約束手形（証券取引法第２条第１項第８号に掲げるものを除きます。） 

８．金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定さ

れた数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて

算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、投

資信託法施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

－ スワップ取引 

－ 金利先渡取引 

－ 為替先渡取引 

９．金銭を信託する信託の受益権（１．に該当するものを除きます。） 

(b）次に掲げる特定資産以外の資産 

１．外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係

る権利 

２．為替手形 

３．抵当証券 

 

② 投資対象とする有価証券 

 委託会社（委託会社から投資信託財産の運用の指図に関する権限の委託を受け

た会社を含みます。）は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次

の有価証券に投資することを指図します。また、保有する有価証券（投資信託法

施行規則第25条第１項第１号イからハまでに掲げるものに限ります。）をもって

マザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。 

１．国債証券 

２．短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、

保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第

２条第８項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の２に規定す

る短期商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央

金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいます。） 

３．コマーシャル・ペーパー 

４．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書

の性質を有するもの 

５．投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。） 

６．投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定める

ものをいいます。） 

７．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

 なお、第１号および第２号の証券または証書、第４号の証券または証書のうち

第１号または第２号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第５

号の証券および第６号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 

③ 投資対象とする金融商品 

前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対

応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、②に掲

げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することが

できます。 
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１．預金 

２．指定金銭信託 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．抵当証券 

 

④ その他の投資対象 

１．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属

する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸

付にあたって担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行な

うものとします。 

２．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を行なうこ

とを指図することができます。 

３．投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に

伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資

金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払

資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま

す。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定

を受けることを指図することができます。 

 

(3）【運用体制】 

① フィデリティの調査情報の活用 

 ファンドの運用にあたっては、ＲＥＩＴアナリストによる独自の綿密な調査・

分析、ＲＥＩＴ専担トレーディング・チームおよびフィデリティ不動産グループ

による不動産市場調査を活用します。また、フィデリティの米国および世界主要

金融拠点の株式アナリストによる、不動産のテナントでもある企業のファンダメ

ンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。 

(a）フィデリティの調査情報の活用 

 

ポートフォリオ・マネージャー

ボトムアップ調査

REIT専任チーム
不動産グループ

REIT

トレーディング・デスク
米国株調査

REIT経営陣との頻繁な直接
コンタクトを含む調査

経済状況、不動産市場全体
および各セクターのリサーチ

テナントおよび各業界に
関するリサーチ

REIT専任のトレーディング
担当者からのマーケット情報

 

 

■ アナリストによる個別ＲＥＩＴ銘柄分析 

・ ＲＥＩＴアナリストは、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーショ

ンの分析を活用してＲＥＩＴ銘柄の推奨を行ないます。 

・ フィデリティのＲＥＩＴアナリストは、収益予測、成長の源や持続力な
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ど、成長の見通しに注目して、個別ＲＥＩＴ銘柄の調査・分析を行ないま

す。 

・ ＲＥＩＴアナリストは、ＲＥＩＴ経営陣との月１回、少なくとも四半期

に１回の直接コンタクトを通じ、経営陣の質や、潜在成長力、保有資産の

質、不動産市場、財務諸表などの観点から、ボトム・アップのファンダメ

ンタルズ分析を行ないます。また、ＲＥＩＴの保有する主要物件も実地調

査します。 

・ ＲＥＩＴのバリュエーション分析については、株価ＦＦＯ
＊
倍率、株価

ＡＦＦＯ
＊
倍率、株価純資産倍率（株価ＮＡＶ倍率）、ＥＢＩＴＤＡ倍率、

配当利回り等に注目します。 

＊ＦＦＯ（Funds From Operation）とは、減価償却費などを調整したＲＥ

ＩＴのキャッシュフローを測る概念です。ＡＦＦＯ（Adjusted FFO）は

ＦＦＯをさらに調整したものです。 

■ フィデリティの不動産グループ 

・ 不動産グループの市場・経済調査チームは、不動産市況や各セクター、

地域毎の需要・供給情勢等の調査を行ない、同グループのＲＥＩＴ運用、

不動産ファンド、ハイ・イールドＣＭＢＳの運用チームをサポートしてお

ります。 

■ フィデリティの米国株式調査 

・ ＲＥＩＴの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取

り巻く業界の動向を理解するために、フィデリティの米国株式調査が行な

う企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用し

ます。 

・ フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なイ

ンハウス・リサーチ（自社のスタッフによる独自調査）体制を有しており、

世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事していま

す。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデ

リティ・マネジメント・アンド・リサーチ（FMR）が、世界主要拠点のア

ナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や

債券の運用に活かしています。 
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フィデリティの運用・調査体制 

    （単位：人）

拠点 米国 欧州 日本 

アジア・

パシ

フィック 

総計 

株式 89 39 18 17 163 

ハイ・イールド債券 9 0 0 0 9 
ポートフォリオ・ 

マネージャー 
投資適格債券 20 6 0 2 28 

株式 172 71 30 26 299 

ハイ・イールド債券 19 0 0 0 19 アナリスト 

投資適格債券 48 15 0 8 71 

株式 39 11 7 9 66 

ハイ・イールド債券 4 0 0 0 4 トレーダー 

投資適格債券 26 7 0 2 35 

合計 426 149 55 64 694 

※上表中の数値は、将来変更となることがあります。     （2006年6月末日現在） 

 

 

 (b）運用プロセス 

 

経営

利益成長

資産の質

不動産市場

バランス・シート

FFO倍率

AFFO倍率

株価／NAV比率

EBITDA倍率

配当利回り

組入れ比率

セクター比率

アナリストによる
分析結果・推奨

“Best Ideas”

ボトムアップ トップダウン ポートフォリオ

バリュエーション

ファンダメンタルズ

不動産市場の動向

地域毎の経済状況

トレーディング

 

 

● 運用対象となるユニバース（投資対象母集団）： 

 米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されているＲ

ＥＩＴをユニバースとします。 

● ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析： 

 フィデリティのＲＥＩＴアナリストは、収益予測、成長の源や継続性を含

む成長見通し、バリュエーションの分析を活用してＲＥＩＴ銘柄の推奨を行

ないます。アナリストは、ＲＥＩＴ経営陣との直接コンタクトや主要物件訪

問などを通じ、収益予測、成長の源や持続力を含む成長の見通しに注目して、

個別ＲＥＩＴ銘柄の調査・分析を行ないます。経営陣の質や、潜在成長力、

保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの観点からボトム・アップ
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のファンダメンタルズ分析を行ないます。 

 また、ＲＥＩＴのバリュエーション分析については、株価ＦＦＯ倍率、株

価ＡＦＦＯ倍率、株価純資産倍率（株価ＮＡＶ倍率）、ＥＢＩＴＤＡ倍率、

配当利回り等に注目します。 

● トップダウン分析： 

 不動産グループの市場・経済調査チームが、不動産市況や各セクター、地

域毎の需要・供給などを調査します。 

● 米国企業や業界調査： 

 ＲＥＩＴの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取り

巻く業界の動向の理解のために、フィデリティの米国株式調査が行なうファ

ンダメンタルズ調査を活用します。 

● ポートフォリオ構築： 

 組入銘柄の決定を行ないます。組入れにあたっては、各ＲＥＩＴ銘柄のファ

ンダメンタルズとバリュエーション分析を基にしたアナリストの分析結果を

活用し、投資妙味のあるＲＥＩＴを選定します。また、フィデリティの米国

株式アナリストからの企業調査情報、ＲＥＩＴ専任のトレーディング担当者

からのマーケット情報、不動産の各セクターおよび地域毎の需要・供給情勢

に関するトップダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応

じて個別ＲＥＩＴとセクターの組入れ比率を決定します。また、組入れにあ

たっては、ＲＥＩＴ銘柄の特定のセクターや地域の分散も勘案し、ファンド

の配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行ないます。 

 

② 運用体制に関する社内規則 

ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務の

方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本位

に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、

有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。 

 ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求め

られております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォ

リオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、

顧客の保護、取引の公正確保を第一にすることが求められております。これらの

規定は、マザーファンドの運用担当者にも徹底されています。 

また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反

となる取引、インサイダー取引等を防止しております。 
 

(4）【分配方針】 

① 収益分配方針 

 毎決算時（原則毎月15日。同日が休日の場合は翌営業日）に、原則として以下

の方針に基づき分配を行ないます。 

(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含

みます。）等の全額とします。 

(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま

す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 

(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本
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部分と同一の運用を行ないます。 

 

② 利益の処理方式 

 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理しま

す。 

(a）利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を

控除した額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要

する費用、信託事務の諸費用等（投資信託財産に関する租税、信託事務の処理

に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総称して

「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することがで

きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と

して積み立てることができます。 

(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、

支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てん

した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた

め、分配準備積立金として積み立てることができます。 

(c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越しま

す。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または

記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解

約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に

かかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者

とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目（予定）からお

支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金

にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分

配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお

申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資に

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5）【投資制限】 

① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限 

(a）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外

への直接投資は行ないません。 

(b）外貨建資産への実質投資割合
＊
には、制限を設けません。（当該外貨建資産

については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができま

す。） 

(c）不動産投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 

(d）同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実

質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。 

(e）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投

資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとしま

す。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
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超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(f）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特

に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

(g）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支

払開始日から投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間ま

たは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解

約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財

産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場

合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代

金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入

額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな

いものとします。 

 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁さ

れる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度

とします。 

＊ 上記(b)から(d)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産

の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)から(d)に掲

げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該

資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との

合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなし

た額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限 

(a）委託会社は、一の信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が

当該信託財産に係る次の１および２に掲げる額(これに係る取引のうち当該取

引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当

該評価益の合計額を控除した額とします。）ならびに３および４に掲げる額の

合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に係る有価証券先物

取引等（投信法施行規則第27条第４項において定義されている「有価証券先物

取引等」を意味します。）を行なうことまたは継続することを受託会社に指図

してはなりません。 

１ 当該信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および

有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。） 

２ 当該信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプ

ション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使

価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損

失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評価損と

なるもの 

３ 当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権証券証書に係る

時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

４ 当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券
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または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

(b）委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を

行なう全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係

る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数

を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得すること

を受託会社に指図してはなりません。 

 

 

（参考）マザーファンドの投資方針等は以下のとおりです。 

 

(1）投資態度 

① 主として米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されてい

る不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の投資信託証券に投資を行ないます。米国以外の

市場の不動産投資信託の投資信託証券に投資することもあります。 

② フィデリティの米国のＲＥＩＴアナリストおよび世界主要金融拠点のアナリス

トにより企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる

「ボトムアップアプローチ」を重視した運用を行ないます。 

③ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティＲＥＩＴ・インデックス（税引前配当金

込／円ベース指数）をベンチマークとします。 

④ 配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。 

⑤ 長期的に潜在成長性の高いＲＥＩＴを選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地

域配分の分散を考慮します。 

⑥ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 

⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 

⑧ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーにＲＥＩＴの運

用の指図に関する権限（為替ヘッジに係るものを除きます。）を委託します。 

⑨ 資金動向、市況動向等、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができ

ない場合もあります。 

 

(2）投資対象 

① 投資対象とする資産の種類 

 マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産 

１．有価証券 

２．有価証券指数等先物取引に係る権利 

３．有価証券オプション取引に係る権利 

４．外国市場証券先物取引に係る権利 

５．有価証券店頭オプション取引に係る権利 

６．金銭債権 

７．約束手形（証券取引法第２条第１項第８号に掲げるものを除きます。） 

８．金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定さ

れた数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて

算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、投

資信託法施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 
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－ スワップ取引 

－ 金利先渡取引 

－ 為替先渡取引 

９．金銭を信託する信託の受益権（１．に該当するものを除きます。） 

２）次に掲げる特定資産以外の資産 

１．外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係

る権利 

２．為替手形 

３．抵当証券 

 

② 投資対象とする有価証券 

 委託会社（委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。）は、マザーファ

ンドの信託金を、主として次の有価証券に投資することができます。 

１．国債証券 

２．短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、

保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第

２条第８項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の２に規定す

る短期商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央

金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいます。） 

３．コマーシャル・ペーパー 

４．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書

の性質を有するもの 

５．投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。） 

６．投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定める

ものをいいます。） 

７．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

 なお、１．および２．の証券、４．の証券または証書のうち１．または２．

の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、５．の証券および６．の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 
③ 投資対象とする金融商品 

 前記②にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等

への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、

②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）抵当証券 

 
④ その他の投資対象 

１）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属
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する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸

付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 

２）投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予

約取引を指図することができます。 

 
(3）マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限 

① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外へ

の直接投資は行ないません。 

② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。（当該外貨建資産について

は、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。） 

③ 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資

産総額の30％以内とします。 

⑤ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資

信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える

額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に

必要と認められる場合には、制約されることがあります。 
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３【投資リスク】 

（注：投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。

また収益や投資利回り等も未確定の商品です。） 

 

(1）投資リスク 

 投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資

利回り等も未確定の商品です。投資元本や投資利回りは、様々な要因により大きく

変動する可能性があります。 

 ファンドが主として投資するマザーファンドは、主として米国の証券取引所に上

場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投

資しますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンド自身で

直接、ＲＥＩＴ等の有価証券に投資することもあります。 

 ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れたＲＥＩＴやその他の有

価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資

元本を割り込むことがあります。また、ＲＥＩＴが組み入れた不動産の値動き、Ｒ

ＥＩＴおよびその他の有価証券の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部

評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

 ＲＥＩＴの投資対象は、主として米国の不動産であることから、投資家は、ファ

ンドに投資することにより、実質的に主として米国の不動産へ投資を行なっている

ことになります。従って、投資家は、有価証券のみを運用対象とする他のファンド

へ投資する場合とは異なる種類のリスクを併せて有することになります。また、Ｒ

ＥＩＴの価格や配当率は、ＲＥＩＴそのものの市場での需給関係やＲＥＩＴが保有

する不動産の価値の変動による影響を受けます。 

 委託会社等の指図による運用行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に

帰属し、元本が保証されているものではありません。 

 以下に、ファンドへの一般的なリスクの説明を行ないますが、これらは主なリス

クのみであり、全てのリスクが網羅されているものではないことにご注意ください。 

 

Ａ）ＲＥＩＴの価格および収益性に影響を与えるリスク要因 

１）外的要因 

１．米国不動産市場に関するリスク 

 ＲＥＩＴは、主として米国の様々な種類の不動産を投資対象としており、

ＲＥＩＴの価格や配当率は、その保有している不動産の価値や収益性と密接

に結びついています。例えば、賃貸物件の供給過剰の場合や景気の悪化等に

より空室率が上昇した場合には、テナント等の確保を目的として賃料低下を

招き、ＲＥＩＴの価格や配当率の下落に繋がることがあります。 

 さらに、不動産の需給関係は、住宅、コンドミニアム、オフィスビル、

ショッピングモール、レジャー施設、病院など、不動産の種類により異なり、

ＲＥＩＴの価格動向や配当率も異なります。 

２．金利リスク 

 ＲＥＩＴは米国の証券取引所等で株式と同様に取引されますので、収益の

分配状況によっては、金利の上昇局面において、他のより利回りの高い債券

などとの比較で売却され、価格が下落することがあります。 

 また、ＲＥＩＴが資金調達を行なった場合、借入金の残高や借入期間に
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よっては、金利上昇によって増大した借入コストが保有不動産から得られる

収入を上回ることとなり、ＲＥＩＴの財務内容が悪化して、ＲＥＩＴの価格

や配当率の下落に繋がることがあります。 

 金利の上昇は、ＲＥＩＴの本源的価値を決定する要因である保有不動産の

評価額にもマイナスの影響を与え、ＲＥＩＴの価格の下落に繋がる可能性が

あります。 

 一方で、金利上昇は不動産開発に係る資金調達のコストを引き上げ、新た

な不動産の供給を抑えることから、この面で、既存のＲＥＩＴにとっては競

争抑制要因としてプラスに働くこともあります。 

３．経済環境の地域差、不動産利用者の意識の変化に関するリスク 

 米国は、その規模の大きさから、経済環境が地域により異なることがあり

ます。それに伴い、不動産の需給や価格などの変動にも地域差を生じること

があります。 

 また、ＲＥＩＴが特定の地域の不動産のみに集中して投資を行なっており、

その地域のみが不況となった場合には、米国全体の経済状況に関わらず、賃

貸収入の減少等により収益性が悪化し、ＲＥＩＴの価格や配当率が大幅に下

落する可能性があります。 

 さらに、時間の流れと共に、人や企業の行動様式も変化し、不動産に対す

る意識が変化し、特定のＲＥＩＴの価格や配当率等に大きな影響を及ぼす可

能性があります。 

２）ＲＥＩＴの構造上のリスク 

１．ＲＥＩＴの保有する不動産に関するリスク 

 ＲＥＩＴは主として米国の不動産に投資するため、不動産の評価額がＲＥ

ＩＴの価格の決定に大きな影響を与えます。従って、ＲＥＩＴが投資する不

動産の質（築年数、所在地、使用目的、権利関係、建築業者など）の違いに

より、ＲＥＩＴの価格や配当率は異なります。 

２．ＲＥＩＴの経営陣に関するリスク 

 ＲＥＩＴは法人組織であり、運用計画の立案および実行は、委託会社では

なくＲＥＩＴの経営陣が行ないます。従って、ＲＥＩＴの経営陣の運営如何

によっては、収益性や財務内容が大きく異なることがあります。 

３．ＲＥＩＴの資金調達の限界、債務残高に関するリスク 

 ＲＥＩＴは、制度上の枠組みとして、その収益の90％以上を投資家に還元

する必要があり、ＲＥＩＴ内部に確保できる資金の額には限界があります。

従って、ＲＥＩＴが新たに不動産を取得または開発しようとしても機動的に

外部から資金調達できない可能性があります。 

 また通常に比べて高い収益性や配当率を誇るＲＥＩＴの中には、借入額が

巨額なものもあり、将来の価格、配当率に多大な影響を与えることがありま

す。ＲＥＩＴの純資産額に比べて借入額が大きい場合などでは、投資家から

財務内容が弱いとみなされて、新たな資金調達が困難となったり、価格が下

落することがあります。 

４．ＲＥＩＴの規模に関するリスク 

 一部を除いてＲＥＩＴの時価総額は、一般の事業法人と比較して小規模の

ため、投資家の認知を得ることが難しく、資本市場での資金調達に支障を生

じることがあります。 



－  － 

 

 

30

５．ＲＥＩＴに係る規制環境に関するリスク 

 ＲＥＩＴに関する法律、税制、会計など規制環境の変化により、ＲＥＩＴ

の価格や配当率が影響を受けること、上場廃止となることがあります。 

 

Ｂ）証券投資信託の運用における一般的なリスク 

１．有価証券の価格変動リスク 

 基準価額は有価証券などの市場価格の動きを反映して変動します。 

２．為替リスク 

 日本以外の外国の有価証券などに投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、

各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基

準価額が変動します。Ａコースは為替ヘッジを行なうため、ヘッジ対象通貨の

金利よりも円金利の方が低い現状では、ファンドが為替ヘッジコストを負担し

ています。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないため、ファンドの基準価額は通

貨の為替変動の影響を受けます。 

３．解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 

 解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことが

あります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく

変動する可能性があります。 

４．信用リスク 

   有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収

できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体

の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。 

 

(2）投資リスクの管理体制 

 リスク管理の手段として、マザーファンドの運用の指図を委託した各運用拠点の

チーフ・インベストメント・オフィサーと不動産グループ部長が、マザーファンド

の運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポート

フォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協

議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。マザーファンドの運用指

図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミング

の決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レ

ビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構

築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネー

ジャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっておりま

す。 

 また、法令または投資信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況に

つきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門が日々

チェックを行なっております。 

 

(3）販売会社に係る留意点 

 販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、

ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。 

 収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。

委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、
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受益者への支払についての責任を負いません。 

 委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人

であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金

額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任

を有しません。 

 受益証券の交付は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販売会社ま

たはその指定する者に対して受益証券を交付した後は、受益者への交付についての

責任を負いません。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、

受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなく

なります。 
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４【手数料等及び税金】 
 

(1）【申込手数料】 

申込手数料率は2.625％（消費税等相当額抜き 2.5％）を超えないものとしま

す。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

ス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、

委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５

時））または販売会社までお問い合わせください。 

※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率

を乗じて得た額とします。 

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口

数を乗じて得た金額をいいます。 

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料

に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

 

 ただし、累積投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受

益証券の販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込

手数料は無手数料とします。 

 

 また、Ａコース、Ｂコース間の乗り換え（以下「スイッチング」といいま

す。）の場合には、申込手数料は、無手数料とします。 

 ただし、スイッチングにより解約されるコースについては、取得申込受付日の

翌営業日の基準価額に対して、0.3％の信託財産留保額
＊１
および解約価額の個別

元本超過額に対して10％の源泉税
＊２
がかかりますのでご留意ください。 

 上記にかかわらず、販売会社によってはスイッチングの取扱いを行なわない場

合があります。その場合、前記に定める申込手数料がかかります。また、販売会

社によっては、Ａコース、Ｂコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があ

ります。 

＊１ 「信託財産留保額」とは、引き続き受益証券を保有する受益者と途中で解

約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額から

あらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。 

＊２ 税金についての詳細は、後記「(5）課税上の取扱い」をご参照ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあって

は、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口

数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によ

りファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。 

※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヶ月以内に償還と

なった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託およ

び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわな

い追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込
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受付日の属する月の前３ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代

金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売会社

でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する

「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売

会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却

代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、

当該販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販

売会社にお問い合わせください。 

 

(2）【換金（解約）手数料】 

 一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の

基準価額に対して0.3％の信託財産留保額を負担していただきます。従って、一

部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基

準価額に0.3％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額
＊
となります。 

＊ 解約価額＝基準価額―信託財産留保額＝基準価額―（基準価額×0.3％） 

 

(3）【信託報酬等】 

 信託期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の147

（消費税等相当額抜き 10,000分の140）の率を乗じて得た金額が信託報酬とし

て毎日計算され、投資信託財産の費用として計上されます。 

 信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の73.5（消費税等相当額抜き 

10,000分の70.0）、販売会社が年10,000分の63.0（消費税等相当額抜き 10,000

分の60.0）、受託会社が年10,000分の10.5（消費税等相当額抜き 10,000分の

10.0）となります。 

※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。 

 

 信託報酬の支払は、毎計算期末の翌営業日に当該終了日までに計上された金額

ならびに信託の終了時に信託の終了時までに計上された金額が投資信託財産から

支弁されます。 

 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して

支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募

集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に

支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、

ファンドから受託会社に対して支弁されます。 

 マザーファンドの運用の指図の権限の委託を受けた者に対する報酬およびＡ

コースの為替ヘッジに関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか

ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁するものとします。 

 

(4）【その他の手数料等】 
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 ファンドは以下の費用も負担します。 

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券

取引に係る費用 

② 外貨建資産の保管費用 

③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

④ 投資信託財産に関する租税 

⑤ 信託事務の処理に要する諸費用 

⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息 

⑦ その他、以下の諸費用 

１．受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷および交付に係る

費用を含みます。） 

２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提

出に係る費用 

３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出す

る場合の提出費用も含みます。） 

６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変

更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交

付に係る費用 

７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合

理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％を上限とす

る額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限

として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託

財産の規模等を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変

更することができます。 

 上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸

費用は、毎年３月および９月に到来する計算期（以下「特定期間」といいま

す。）末の翌営業日または信託の終了の時に、投資信託財産中から委託会社に対

して支弁されます。 

 

(5）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以

下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更

されることがあります。 

① 個別元本方式について 

１．個別元本について 

 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申

込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該

受益者の元本（個別元本）にあたります。 

 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該

受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することに

より算出されます。 
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 ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については受益証

券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎

に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店

等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、一般コースと累積投資

コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる

場合があります。 

 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「特別分配金」については下記 「３. 収益分配金の課税について」をご参

照ください。） 

２．一部解約時および償還時の課税について 

 一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

３．収益分配金の課税について 

 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、

非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部

分)の区分があります。 

 受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が

当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回ってい

る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金

落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回

る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。 

 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな

ります。 

 

② 個人、法人別の課税の取扱いについて 

１．個人の受益者に対する課税 

 個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な

らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年１月１日

から2008年３月31日までに支払われるものにつきましては、10％（所得税７％

および地方税３％）の税率により源泉徴収されます。2008年４月１日以降に支

払われるものにつきましては、源泉税率は20％（所得税15％、地方税５％）と

なることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上源泉税の課税対

象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

 ファンドにマル優制度（少額貯蓄非課税制度）は適用されません。 

 なお、2004年１月１日から公募株式投資信託は、「利子並み課税」の対象か

ら除外され、収益分配金（解約・償還差益を含みます。）については上場株式

等の配当と同様の課税に、解約・償還差損については株式等に係る譲渡所得等

の計算上、譲渡損として取り扱われることとなりました。また、公募株式投資

信託の譲渡による損益については、上場株式等と同様に株式等譲渡益課税の対

象とされることになりました。 

 さらに、金額にかかわらず収益分配金（解約・償還差益を含みます。）に係

る所得は申告不要とされています（なお、申告の選択も可能です。）。 
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 ファンドの換金、償還により損失が発生した個人の受益者は、確定申告を行

なうことにより、他の株式等の譲渡による利益と当該損失を通算することが可

能となります。販売会社に新規に口座を設定される場合には、告知書が必要と

なります。また、１回に支払を受けるべき金額が５万円（収益分配金の計算期

間が１年以上のときは10万円）を超える期中収益分配金、および１回に支払を

受けるべき金額が５万円を超える解約・償還差益につきましては、税務署に対

して、支払調書が提出されます。 

２．法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な

らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年１月１日

から2008年３月31日までに支払われるものにつきましては、７％（所得税の

み）の税率で源泉徴収されます。2008年４月１日以降に支払われるものにつき

ましては、源泉税率は15％（所得税のみ）となることが予定されております。

収益分配金のうち源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分

配金は課税されません。 

 

※ 税制の内容について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社

までお問い合わせください。また、税制が改正された場合等には、変更に

なることがあります。 
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５【運用状況】 
 

(1）【投資状況】 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 
 （2006年10月31日現在）

資産の種類 国名 
時価合計 
（円） 

投資比率 
（％） 

有価証券   

親投資信託受益証券 日本 1,189,821,010   100.00 

小計  1,189,821,010   100.00 

その他の資産    

預金・その他 日本 10,746,744 0.90 

小計  10,746,744 0.90 

負債 － 10,746,744 0.90 

合計（純資産総額）  1,189,821,010 100.00 

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 

 （2006年10月31日現在）

資産の種類 国名 
時価合計 
（円） 

投資比率 
（％） 

有価証券   

親投資信託受益証券 日本 5,456,777,998  100.39 

小計  5,456,777,998  100.39 

その他の資産    

預金・その他 日本 21,621,486 0.40 

小計  21,621,486 0.40 

負債 － 43,033,234 0.79 

合計（純資産総額）  5,435,366,250 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 
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（参考）マザーファンドの投資状況 
  （2006年10月31日現在）

資産の種類 国名 
時価合計 
（円） 

投資比率 
（％） 

有価証券   

投資証券 アメリカ 6,441,072,167   96.91 

小計  6,441,072,167   96.91 

その他資産    

預金・その他 － 205,636,334 3.09 

小計  205,636,334 3.09 

負債 － 22,628 0.00 

合計（純資産総額）  6,646,685,873 100.00 

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい

ます。 
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(2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 
        （2006年10月31日現在）

順 
位 

種類 銘柄名 国名 業種 
数量 
 

(口数） 

帳簿価額
単価 
（円）

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

1 
親投資
信託受
益証券 

フィデリティ・
ＵＳリート・マ
ザーファンド 

日本 － 577,919,667 2.0510 1,185,363,649 2.0588 1,189,821,010 100.00

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 
        （2006年10月31日現在）

順 
位 

種類 銘柄名 国名 業種 
数量 
 

(口数） 

帳簿価額
単価 
（円）

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

1 
親投資
信託受
益証券 

フィデリティ・
ＵＳリート・マ
ザーファンド 

日本 － 2,650,465,319 2.0510 5,436,187,168 2.0588 5,456,777,998 100.39

 

種類別投資比率 

Ａコース（為替ヘッジあり） 

（2006年10月31日現在） 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.00 

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 

（2006年10月31日現在） 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.39 
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 

（2006年10月31日現在） 

順

位 
銘柄名 

通貨 

地域 

種類 

業種 
口数 

簿価単価 

簿価金額 

(外貨) 

評価単価 

時価金額 

(外貨) 

投資

比率

（%）

1 EQUITY RESIDENTIAL 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
63,000.00

50.50 

3,181,500.00 

54.71

3,446,730.00
6.10

2 
UNITED DOMINION REALTY 

TRUST 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
105,600.00

30.50 

3,220,800.00 

32.38

3,419,328.00
6.05

3 DUKE REALTY CORP 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
80,300.00

37.90 

3,043,370.00 

40.00

3,212,000.00
5.69

4 
SIMON PROPERTY GROUP 

INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
30,900.00

91.30 

2,821,170.00 

97.22

3,004,098.00
5.32

5 
EQUITY OFFICE 

PROPERTIES TRUST 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
59,300.00

38.40 

2,277,120.00 

42.20

2,502,460.00
4.43

6 
INLAND REAL ESTATE 

CORP 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
128,800.00

16.50 

2,125,200.00 

18.68

2,405,984.00
4.26

7 PROLOGIS 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
37,100.00

58.05 

2,153,655.00 

63.30

2,348,430.00
4.16

8 
CBL & ASSOCIATES 

PROPERTIES INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
51,100.00

41.60 

2,125,760.00 

43.60

2,227,960.00
3.95

9 
GENERAL GROWTH 

PROPERTIES INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
42,860.00

47.81 

2,049,136.60 

51.79

2,219,719.40
3.93

10 VENTAS INC 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
50,500.00

38.65 

1,951,825.00 

39.00

1,969,500.00
3.49

11 
NATIONAL RETAIL 

PROPERTIES INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
83,000.00

21.50 

1,784,500.00 

22.50

1,867,500.00
3.31

12 KIMCO REALTY CORP 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
42,600.00

41.81 

1,781,106.00 

43.70

1,861,620.00
3.30

13 
TRUSTREET PROPERTIES 

INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
91,000.00

12.56 

1,142,960.00 

16.97

1,544,270.00
2.73

14 
SENIOR HOUSING PROP 

TRUST 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
66,800.00

21.31 

1,423,723.15 

22.94

1,532,392.00
2.71

15 
APARTMENT INV & MGMT 

CO A 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
25,300.00

53.43 

1,351,779.00 

57.30

1,449,690.00
2.57

16 HEALTH CARE REIT INC 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
33,000.00

38.76 

1,279,080.00 

41.38

1,365,540.00
2.42

17 
HOST HOTELS & RESORTS 

INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
58,000.00

22.53 

1,306,740.00 

23.36

1,354,880.00
2.40

18 
DEVELOPERS DIVERSIFIED 

REALTY CORP 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
21,900.00

55.20 

1,208,880.00 

60.87

1,333,053.00
2.36

19 ISTAR FINANCIAL INC 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
28,100.00

41.86 

1,176,266.00 

46.17

1,297,377.00
2.30
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順

位 
銘柄名 

通貨 

地域 

種類 

業種 
口数 

簿価単価 

簿価金額 

(外貨) 

評価単価 

時価金額 

(外貨) 

投資

比率

（%）

20 
NEWCASTLE INVESTMENT 

CORP 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
40,400.00

27.60 

1,115,040.00 

29.65

1,197,860.00
2.12

21 
SOVRAN SELF STORAGE 

REIT 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
20,000.00

54.75 

1,095,000.00 

59.40

1,188,000.00
2.10

22 
HEALTH CARE PROPERTY 

INVESTORS INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
38,000.00

30.35 

1,153,300.00 

31.18

1,184,840.00
2.10

23 
AMERICAN HOME MTG INVT 

REIT 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
31,000.00

33.33 

1,033,278.12 

34.20

1,060,200.00
1.88

24 
CEDAR SHOPPING CENTERS 

INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
57,900.00

15.60 

903,240.00 

16.66

964,614.00
1.71

25 HOMEBANC CORP GA 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
164,700.00

6.12 

1,007,964.00 

5.24

863,028.00
1.53

26 
AVALONBAY COMMUNITIES 

INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
6,000.00

122.97 

737,820.00 

130.68

784,080.00
1.39

27 
MEDICAL PROPERTIES 

TRUST INC 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
56,500.00

13.14 

742,410.00 

13.37

755,405.00
1.34

28 GMH COMMUNITIES TRUST 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
53,000.00

12.97 

687,410.00 

13.85

734,050.00
1.30

29 
WEINGARTEN REALTY 

INVESTORS 

アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
13,550.00

42.46 

575,333.00 

46.70

632,785.00
1.12

30 VORNADO REALTY TRUST 
アメリカ・ドル

アメリカ

投資証券 

不動産
5,200.00

109.00 

566,800.00 

118.15

614,380.00
1.09

 

 

（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 

（2006年10月31日現在） 

種類 国内／外国 業種 
投資比率 
（％） 

投資証券 外国 その他（不動産投資証券） 96.91 

 小計  96.91 

合計（対純資産総額比）  96.91 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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(3）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

 2006年10月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末

の純資産の推移は次のとおりです。 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 

 
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

１口当たり純資産額 
（円） 

（分配落） 

１口当たり純資産額
（円） 

（分配付） 

2004年３月15日 
（第１特定期間） 

2,288 2,294 1.0915 1.0945

2004年９月15日 
（第２特定期間） 

2,804 2,812 1.0706 1.0736

2005年３月15日 
（第３特定期間） 

2,182 2,189 1.1640 1.1675

2005年９月15日 
（第４特定期間） 

1,810 1,814 1.2855 1.2890

2006年３月15日 
（第５特定期間） 1,350 1,354 1.3542 1.3577

2006年９月15日 
（第６特定期間） 1,171 1,174 1.4154 1.4189

2005年10月末日 1,507 － 1.2216 －

2005年11月末日 1,562 － 1.2803 －

2005年12月末日 1,414 － 1.2646 －

2006年１月末日 1,383 － 1.3325 －

2006年２月末日 1,358 － 1.3467 －

2006年３月末日 1,346 － 1.3782 －

2006年４月末日 1,207 － 1.3091 －

2006年５月末日 1,140 － 1.2656 －

2006年６月末日 1,163 － 1.3071 －

2006年７月末日 1,185 － 1.3663 －

2006年８月末日 1,189 － 1.4053 －

2006年９月末日 1,162 － 1.4311 －

2006年10月末日 1,189 － 1.5084 －
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Ｂコース（為替ヘッジなし） 

 
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

１口当たり純資産額 
（円） 

（分配落） 

１口当たり純資産額
（円） 

（分配付） 

2004年３月15日 
（第１特定期間） 

3,805 3,818 1.1324 1.1364

2004年９月15日 
（第２特定期間） 

6,205 6,228 1.1042 1.1082

2005年３月15日 
（第３特定期間） 

7,107 7,135 1.1547 1.1592

2005年９月15日 
（第４特定期間） 

6,599 6,621 1.3612 1.3657

2006年３月15日 
（第５特定期間） 

5,561 5,577 1.5545 1.5590

2006年９月15日 
（第６特定期間） 

5,165 5,179 1.6641 1.6686

2005年10月末日 6,135 － 1.3570 －

2005年11月末日 6,228 － 1.4740 －

2005年12月末日 5,727 － 1.4412 －

2006年１月末日 5,745 － 1.5227 －

2006年２月末日 5,519 － 1.5246 －

2006年３月末日 5,602 － 1.5821 －

2006年４月末日 5,068 － 1.4688 －

2006年５月末日 4,754 － 1.3988 －

2006年６月末日 4,902 － 1.4877 －

2006年７月末日 4,946 － 1.5578 －

2006年８月末日 5,175 － 1.6425 －

2006年９月末日 5,212 － 1.6868 －

2006年10月末日 5,435 － 1.7828 －
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②【分配の推移】 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 

期 １口当たりの分配金（円） 

第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 0.0030

第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） 0.0180

第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 0.0200

第４特定期間（第16期～第21期計算期間合計） 0.0210

第５特定期間（第22期～第27期計算期間合計） 0.0210

第６特定期間（第28期～第33期計算期間合計） 0.0210

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 

期 １口当たりの分配金（円） 

第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 0.0040 

第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） 0.0240 

第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 0.0260 

第４特定期間（第16期～第21期計算期間合計） 0.0270 

第５特定期間 (第22期～第27期計算期間合計）  0.0270 

第６特定期間（第28期～第33期計算期間合計）    0.0270 
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③【収益率の推移】 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 

期 収益率（％） 

第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 9.45 

第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） △0.27 

第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 10.59 

第４特定期間（第16期～第21期計算期間合計） 12.24 

第５特定期間（第22期～第27期計算期間合計） 6.98 

第６特定期間（第28期～第33期計算期間合計） 6.07 

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 

期 収益率（％） 

第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 13.64 

第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） △0.37 

第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 6.93 

第４特定期間（第16期～第21期計算期間合計） 20.22 

第５特定期間（第22期～第27期計算期間合計） 16.18 

第６特定期間（第28期～第33期計算期間合計） 8.78 
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６【手続等の概要】 
 

(1) 申込（販売）手続等 

 ファンドの受益証券の取得申込みは、申込期間における委託会社および販売会社

の各営業日の営業時間内において行なわれます（ニューヨーク証券取引所の休業日

またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないませ

ん。）。  

 取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前

11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。 

 

受益証券の販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、

取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基

準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率

は2.625％(消費税等相当額抜き 2.5％)を超えないものとします。 

※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。 

 

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームペー

ジ(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただく

か、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5

時））または販売会社までお問い合わせください。 

 

申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込み

の販売会社にお支払いください。 

 

   委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判

断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込みの受

付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。 

 

  ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得

申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振

替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該

取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分

割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を

するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機

関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追

加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 
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(2) 換金（解約）手続等 

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 

受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求すること

ができます（ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の

休業日と同日を除きます。）。一部解約の実行の請求の受付は、午後３時（わが国

の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込み

として取扱います。 

 

一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日基準価額から信託財産留保額（基

準価額に0.3％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額
＊
とします。 

＊ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.3％） 

 

一部解約の実行の請求単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ

(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、

委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））

または販売会社までお問い合わせください。 

 

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日

目から、販売会社の営業所においてお支払いいたします。 

 

 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に

受付けた一部解約の実行の受付を取消すができます。一部解約の実行の請求の受付

が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実

行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして計算します。 

 

投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約

はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 

 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の

請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当

該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法

の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が

行なわれます。 

平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権

をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者

に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月４日前に行なわれる当該請求

については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとしま

す。 
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平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括

して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平

成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個

別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を

要しますので、ご留意ください。 
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７【管理及び運営の概要】 
 

(1) 資産管理等の概要 

1．資産の評価 

受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の

純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の

純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国

通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算につい

ては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算

します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映

されます。 

基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会

社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））ま

たは販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付

の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、Ａコースは「Ｕリト

Ａ」、Ｂコースは「ＵリトＢ」として略称で掲載されています。） 

なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。 

  

2. 保管 

一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護

預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの

場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受

益者の責任において受益者により保管されます。 

累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りと

なります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券に

ついて受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の

実行の請求があったものとして取扱います。 

受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって

請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名

式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 

無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。 

受益証券の引出しを請求される場合は、受益証券の印刷完了後、請求日を入れて

４営業日目以降の受渡しとなります。 

記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会

社に請求することができます。 

上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止

します。 

記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受

託会社に対抗することができません。 
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受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下

のとおりです。 

① 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を

添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は無記

名式の受益証券を再交付します。 

② 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付

を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。 

③ 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定め

る手続により再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。

ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①、②の規定を準用するものとしま

す。 

④ 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求するこ

とができます。 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受

益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、

受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

3. 信託期間 

信託期間は無期限とします。ただし、下記「5．信託の終了」の場合には、信託

は終了します。 

 

4. 計算期間 

計算期間は原則として毎月16日から翌月15日までとします。各計算期間終了日に

該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌

日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間は、下記「5．

信託の終了」による解約の日までとします。 

 

5. 信託の終了 

① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益

権の残存口数がＡコースおよびＢコースの合計で30億口を下回った場合または

信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむ

を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁

に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に

対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下

らないものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当

該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権

の総口数の50％を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととしま

す。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則とし

て公告を行ないません。 
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なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、上記一定期間が１ヶ月を下らないこととすることが困難な場合に

は、前段は適用されません。 

② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは

その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

③ 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務

を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数

が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託業

者と受託会社との間において存続します。 

④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する

受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞

任または解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は

ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

     

6. 投資信託約款の変更 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発

生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、

投資信託約款を変更することができます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、

これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下らな

いものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期

間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数

の50％を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。

投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交

付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告

を行ないません。 

委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に

従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２

段の手法に従います。 

（注）委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に

記載または記録を申請することができる旨の投資信託約款変更をしようとす

る場合は、その変更の内容が重大なものとして上記の規定に従います。ただ

し、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについ

て委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上

記の書面の交付を原則として行ないません。 

 

7．関係法人との契約の更改 

委託会社と販売会社との間の受益証券の販売等に係る契約書は、期間満了の３ヶ

月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延
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長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限で

す。 

 

8. 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

9. 運用報告書の作成 

委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の

内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会

社を通じて知られたる受益者に対して交付します。保護預りを利用する受益者には、

あらかじめ申し出を受けた住所に販売会社から運用報告書が送付されます。 

 

10. 組入有価証券等の管理 

投資信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ない

ます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、投資信託財産に属する資産の保

管・管理を他の者に委任することができます。 

① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で

保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金

融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 

② 受託会社は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振

替機関等に預託し保管させることができます。 

③ 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

④ 投資信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、委託会社

または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしませ

ん。  

 

11. 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容 

委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど

追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できま

す。 

ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはあり

ません。 

 

12. 追加信託金 

追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る

受益権の口数を乗じた額とします。 

 

13. 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 

収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
＊１

は、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額等
＊２

に応じて計算されるものとします。 
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＊１ 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益

者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信

託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。 

＊２ 「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者

毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

14. 受益証券の発行、受益証券の発行についての受託会社の認証 

委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益

証券を発行します。 

委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が投資信託約款

に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。 

受益証券の認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印

することによって行ないます。 

 

15. 受益証券の種類 

委託会社が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、

100万口券、500万口券、1,000万口券および１億口券の８種類とします。ただし、

委託会社が認める場合にはこの限りではありません。 

自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益証

券の種類は、上記のほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることがで

きます。 

（※）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、

受益証券は発行されなくなる予定です。 

 

16. 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図 

委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一

部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、上記による

一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係

る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

17. 受託会社による資金の立替え 

投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出が

あるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 

投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等、およ

びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、

受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。 

上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により

そのつど別にこれを定めます。 

 

18. 投資信託財産に関する報告 

受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作

成して、これを委託会社に提出します。 
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受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書

を作成して、これを委託会社に提出します。 

 

19. 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファン

ドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに

伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

 

20. 受託会社の辞任または解任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。こ

の場合、委託会社は、前記「6．投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社

を選任します。 

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官

庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必

要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の

解任に伴う取扱いについては、前２段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準

じます。 

１．支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理

開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

３．投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送さ

れたとき。 

４．受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

５．その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下

し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資

信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。 

上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合にお

いて、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力あ

る新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解

任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本

項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行な

うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社また

は選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を

履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場

合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

 

21. 投資信託約款に関する疑義の取扱い 

投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議

により定めます。 
 

22. 信託事務処理の再信託 

受託会社は、信託法に基づき、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営

の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

 

23. 受益証券の取得申込みの勧誘の種類 

ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当

し、投資信託法第2条第13項で定める公募により行なわれます。 

 

 (2) 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

1．収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利

を有します。 

 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原

則として計算期間終了日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換

えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行

ないます。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する

受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 

 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰

属します。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一

部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分

配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営

業日目（予定）からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降において

も、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有

するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いしま

す。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料

で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載

または記録されます。 

 

2．償還金に対する請求権 

 受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の

純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請

求する権利を有します。 

 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引

き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行な

います。 
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 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求

しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委

託会社に帰属します。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合、償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権

で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

3．受益証券の一部解約請求権 

 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求

する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「６ 手続等の概要 

(2)換金（解約）手続等」の項をご参照ください。 

 

4．記名式受益証券の場合の権利行使 

 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、

収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約

金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配

金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印章の盗用その他の事情が

あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合、やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態は

ありません。 

 

5．委託会社の免責 

 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委

託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払が

なされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべ

き税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があれ

ばその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。 

 

6．帳簿閲覧権 

 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関す

る帳簿書類の閲覧を請求することができます。 

 

7．投資信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権 

 委託会社が前記「(1) 資産管理等の概要 5. 信託の終了」に規定する信託の解

約または「同 6．投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行なう

場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間

内に異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、投資信

託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議
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を申し立てることのできる期間が１ヶ月を下らずに信託の解約の公告および書面

の交付を行うことが困難な場合には、適用しません。 

 

8．異議申立てを行なった受益者の買取請求権 

 前記7．に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益

証券を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協

議により決定するものとします。 

 上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「(1) 資産管理等の概

要 5. 信託の終了」または「同 6．投資信託約款の変更」に規定する公告または

書面に付記します。 

 

9．当初の受益者 

 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定

する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

10．収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託

会社の免責 

 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金に

ついては支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全

額を委託会社に交付します。 
 受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

以下の記載事項は、請求目論見書（証券取引法第13条第2項第2号に定める内容を記載し

た目論見書をいいます。以下同じ。）「第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表」に記

載された情報を抜粋したものです。 

請求目論見書中の「第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表」については、第5特定

期間の財務諸表までは、中央青山監査法人（現みすず監査法人）に監査証明を受けており、

第6特定期間の財務諸表については、あらた監査法人の監査証明を受けており、監査報告

書は上述の箇所に添付されております。 
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フィデリティ・USリート・ファンド Ａ(為替ヘッジあり) 

 

１【貸借対照表】 

第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在） 区分 
注記 

番号 
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  32,985,596 14,846,323 

親投資信託受益証券  1,350,643,690 1,171,302,930 

未収入金  － 197,090 

流動資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 

資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  23,149,691 6,561,381 

未払収益分配金  3,250,659 2,697,091 

未払解約金  4,074,432 3,517,106 

未払受託者報酬  109,287 104,620 

未払委託者報酬  1,420,830 1,360,169 

その他未払費用  739,939 603,161 

流動負債合計  32,744,838 14,843,528 

負債合計  32,744,838 14,843,528 

純資産の部   

元本等    

元本  997,547,955 827,707,563 

剰余金    

期末剰余金  353,336,493 343,795,252 

(うち分配準備積立金）  (266,111,890) (259,546,369) 

剰余金合計  353,336,493 343,795,252 

 元本等合計  － 1,171,502,815 

純資産合計  1,350,884,448 1,171,502,815 

負債・純資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 
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２【損益及び剰余金計算書】 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 区分 
注記

番号

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取利息  94 1,648 

有価証券売買等損益  224,851,399 104,776,111 

為替差損益  △133,902,186 △29,984,933 

営業収益合計  90,949,307 74,792,826 

営業費用    

受託者報酬  777,022 633,396 

委託者報酬  10,101,826 8,234,740 

その他費用  740,090 606,146 

営業費用合計  11,618,938 9,474,282 

営業利益又は営業利益金額  79,330,369 65,318,544 

経常利益又は経常利益金額  79,330,369 65,318,544 

当期純利益又は当期純利益金額  79,330,369 65,318,544 

一部解約に伴う当期純利益分配額  1,939,221 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分

配額 
 － 5,007,846 

期首剰余金  401,940,080 353,336,493 

剰余金増加額  30,483,089 21,186,137 

（当期追加信託に伴う剰余金増加

額) 
 (30,483,089) (21,186,137) 

剰余金減少額  134,025,525 73,708,813 

（当期一部解約に伴う剰余金減少

額） 
 (134,025,525) (73,708,813) 

分配金  22,452,299 17,329,263 

期末剰余金  353,336,493 343,795,252 
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３ 注記表 

第5特定期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評

価しております。 

 時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づい

て評価しております。 

親投資信託受益証券 

同左 

２．デリバティブの評価

基準及び評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則とし

て、わが国における特定期間末日

の対顧客先物売買相場の仲値に

よって計算しております。 

為替予約取引 

同左 
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フィデリティ・USリート・ファンド Ｂ(為替ヘッジなし) 

 

(1）貸借対照表 

第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在）  区分 
注記 

番号 
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  39,904,748 34,731,679 

親投資信託受益証券  5,568,947,485 5,164,456,569 

流動資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 

資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 

負債の部    

流動負債    

未払収益分配金  14,997,796 13,015,706 

未払解約金  23,051,989 11,892,394 

未払受託者報酬  449,009 451,905 

未払委託者報酬  5,837,213 5,874,832 

その他未払費用  2,949,991 2,544,510 

流動負債合計  47,285,998 33,779,347 

負債合計  47,285,998 33,779,347 

純資産の部    

元本等    

元本  3,577,675,794 3,104,008,643 

剰余金    

期末剰余金  1,983,890,441 2,061,400,258 

（うち分配準備積立金）  (1,467,062,153) (1,517,202,870) 

剰余金合計  1,983,890,441 2,061,400,258 

元本等合計  － 5,165,408,901 

純資産合計  5,561,566,235 5,165,408,901 

負債・純資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 
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  (2）損益及び剰余金計算書 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 区分 
注記

番号

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取利息  163 1,129 

有価証券売買等損益  925,176,137 440,499,843 

営業収益合計  925,176,300 440,500,972 

営業費用    

受託者報酬  3,097,760 2,671,974 

委託者報酬  40,271,452 34,736,274 

その他費用  2,956,007 2,552,349 

営業費用合計  46,325,219 39,960,597 

営業利益又は営業利益金額  878,851,081 400,540,375 

経常利益又は経常利益金額  878,851,081 400,540,375 

当期純利益又は当期純利益金額  878,851,081 400,540,375 

一部解約に伴う当期純利益分配額  42,125,824 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額  － 22,946,997 

期首剰余金  1,751,237,169 1,983,890,441 

剰余金増加額  202,768,635 154,713,627 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額)  (202,768,635) (154,713,627) 

剰余金減少額  704,429,882 371,791,236 

（当期一部解約に伴う剰余金減少額)  (704,429,882) (371,791,236) 

分配金  102,410,738 83,005,952 

期末剰余金  1,983,890,441 2,061,400,258 
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(3）注記表 

第5特定期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

有価証券の評価基準及び評

価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評

価しております。 

 時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づい

て評価しております。 

親投資信託受益証券 

同左 
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（参考情報） 

 ファンドは、「フィデリティ・USリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と

しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投

資信託の受益証券です。 

 なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 

 

「フィデリティ・USリート・マザーファンド」の状況 

 なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

 

  (1）貸借対照表 

（平成18年３月15日現在） （平成18年９月15日現在） 
区分 

注記 

番号 金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  67,137,388 46,230,194 

投資証券  6,770,966,500 6,248,366,843 

派生商品評価勘定  － 10,784 

未収入金  75,376,950 76,047,996 

未収配当金  6,017,517 10,993,971 

流動資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 

資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  1,159 － 

未払金  － 45,940,044 

流動負債合計  1,159 45,940,044 

負債合計  1,159 45,940,044 

純資産の部    

元本等    

元本  3,964,473,001 3,310,392,131 

剰余金    

期末剰余金  2,955,024,195 3,025,317,613 

剰余金合計  2,955,024,195 3,025,317,613 

元本等合計  － 6,335,709,744 

純資産合計  6,919,497,196 6,335,709,744 

負債・純資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 
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  (2）注記表 

前期については、「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．有価証券の評

価基準及び評価

方法 

 

投資証券 

 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、証券取引所又は店頭市場における

最終相場（最終相場がないものについて

は、それに準ずる価額）、又は証券会社

等から提示される気配相場に基づいて評

価しております。 

投資証券 

 同左 

２．デリバティブ

の評価基準及び

評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則として、わが

国における計算期間末日の対顧客先物売

買相場の仲値によって計算しておりま

す。 

為替予約取引 

同左 

３．収益及び費用

の計上基準 

受取配当金の計上基準 

 受取配当金は原則として、株式の配当

落ち日において、その金額が確定してい

る場合には当該金額を計上し、いまだ確

定していない場合には入金日基準で計上

しております。 

受取配当金の計上基準 

同左 

４．その他財務諸

表作成のための

基本となる重要

な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信託財

産の貸借対照表、損益及び剰余金計算

書、附属明細表並びに運用報告書に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）

第60条に基づき、取引発生時の外国通貨

の額をもって記録する方法を採用してお

ります。但し、同第61条に基づき、外国

通貨の売却時において、当該外国通貨に

加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及

び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資

産額に対する当該売却外国通貨の割合相

当額を当該外国通貨の売却時の外国為替

相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定

に対する円換算した外貨基金勘定の割合

相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、

円換算した外貨基金勘定を相殺した差額

を為替差損益とする計理処理を採用して

おります。 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信

託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）第60条に基

づき、取引発生時の外国通貨の額を

もって記録する方法を採用しており

ます。但し、同第61条に基づき、外

国通貨の売却時において、当該外国

通貨に加えて、外貨建資産等の外貨

基金勘定及び外貨建各損益勘定の前

日の外貨建純資産額に対する当該売

却外国通貨の割合相当額を当該外国

通貨の売却時の外国為替相場等で円

換算し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割合相

当の邦貨建資産等の外国投資勘定

と、円換算した外貨基金勘定を相殺

した差額を為替差損益とする計理処

理を採用しております。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

(1) 名義書換 

 記名式受益証券の所持人は、委託会社の定める手続に従い、販売会社経由で委託

会社に名義書換を請求することができます。 

 名義書換手数料は、徴収しません。 

 名義書換の手続は、各計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 

 

(2) 受益者名簿 

 作成しません。 

 

(3) 受益者集会 

 受益者集会は開催されません。 

 

(4) 受益者に対する特典 

 該当するものはありません。 

 

(5) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

ファンドの受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券

の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社およ

び受託会社に対抗することはできません。また、「累積投資コース」を選択した受

益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合、販売会社は自動け

いぞく投資契約に基づき、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとし

て取扱います。 
 

（注） 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となる予定であり、

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務

大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情

がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する

場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受

益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行な

わないものとします。 

○ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対

象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替

の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人

の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につ

き、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①

の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座

を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
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振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座

を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときま

たはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設

けることができます。 

○ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社およ

び受託会社に対抗することができません。 

○ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関

する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに

したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

○ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売

会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者

とします。）に支払います。 

○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収

益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の

支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって

取り扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 

 

 以下は、請求目論見書の記載事項です。 

 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

 １ 申込(販売)手続等 

 ２ 換金(解約)手続等 

 

第３ 管理及び運営 

 １ 資産管理等の概要 

 (1) 資産の評価 

 (2) 保管 

 (3) 信託期間 

 (4) 計算期間 

 (5) その他 

 ２ 受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

 １ 財務諸表 

 (1) 貸借対照表 

 (2) 損益及び剰余金計算書 

 (3) 注記表 

(4) 附属明細表 

 ２ ファンドの現況 

 （純資産額計算書） 平成  年  月  日 

  Ⅰ 資産総額 

  Ⅱ 負債総額 

  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

  Ⅳ 発行済数量 

  Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 

 

第５ 設定及び解約の実績 
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交付目論見書本文中で使用されている用語についてのご解説 
 

アナリスト 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 

一般コース 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのこ

とです。 

運用報告書 ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、

組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネー

ジャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、ファ

ンドを保有している全投資家に交付されます。 
換金乗換え 追加型投信の信託期間終了（償還）の日1年前から終了日までの間

（販売会社が定める期間）に、ファンドを換金し、その換金代金の範

囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。この

場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じ

である必要があります。また、一般的に、その際手数料は優遇されま

す。 

基準価額 ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純

資産総額を受益権総口数（ファンドを保有しているすべての投資家の

保有口数）で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じ

て日々変動します。通常は、１万口当たりで表示されます。 

契約型投資信託 投資信託委託会社（信託の委託者）と受託銀行（信託の受託者）との

間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受

益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この

他に会社型の投資信託があります。 

時価評価 市場価格で評価することをいいます。 

収益分配金 ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のこ

とです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が

支払われるとは限りません。 

受益証券 投資家のファンドに対する権利を表示する証券のことで、株式の場合

の株券に相当するものです。原則として無記名式（受益証券に投資家

の名前が記載されていないもの）となっています。 

受益証券の保護預

り 

紛失や盗難、焼失などを避けるため、販売会社が受益証券を投資家に

代わって保管することです。一般コースを選択した投資家は、受益証

券を保護預りにするか自ら保管するか選択できます。自動けいぞく投

資コースを選択した投資家は、保護預りのみとなります。 

純資産総額 ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配

当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額で

す。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託

財産の総額です。 

償還乗換え 終了（償還）したファンドの償還金で３ヶ月以内に新たにファンドを

購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを

行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入す

るファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 
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信託財産留保額 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファ

ンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家

と解約する投資家との間の公平性を保つため、解約する投資家が負担

します。信託財産留保額が差し引かれるファンドと差し引かれない

ファンドがあります。 

信託報酬 ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、

ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の３社に対して支払われ

る報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が

決められています。 

スイッチング 複数のファンドから構成されている投資信託の場合、手持ちのファン

ドを売却し、別のファンドに乗り換えることをいいます。通常、ス

イッチングを行なう場合の手数料は、無手数料または低く抑えられて

います。なお、手持ちのファンドが信託財産留保額の支払対象の場合

は、スイッチング時においても信託財産留保額はかかります。 

追加型投資信託 オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した

後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募

集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投資信託といいます。

定時定額購入 長期間にわたって、定期的（１ヶ月に１度など）に一定額ずつファン

ドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、

ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多く

の口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、

毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑

える効果があります（ドル・コスト平均法）。定時定額購入サービス

とは、販売会社が、購入代金の自動引き落とし等により、このような

投資方法を代行するサービスのことをいいます。 

ベンチマーク ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基

準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベ

ンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 

ポートフォリオ 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンド

が保有する資産の内容のことも指します。 

ポートフォリオ・

マネージャー 

ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マ

ネージャーともいいます。 

ボトム・アップ・

アプローチ 

個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する

銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比

率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対

に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、

｢トップ・ダウン・アプローチ｣といいます。 

累積投資コース ファンドの収益分配金を自動的に再投資（ファンドを購入すること）

するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引い

た後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異

なる名称を使用することもあります。 

 



  
フィデリティ・US リート・ファンド A(為替ヘッジあり) 

信託約款（平成 19 年 1 月 4 日適用予定）の変更内容について 

 

平成 18年 12月 29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成 19 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行なう

予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。 
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、

単純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。 
 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成 18 年６月 15 日現在の約款の内容）
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、証

券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投

資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信託法」

といいます。）第 2 条第 13 項で定める公募により行なわ

れます。 

 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第 6 条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、

証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信託法」

といいます。）第 2 条第 13 項で定める公募により行なわ

れます。 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益

者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条

の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に

応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益

者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 8

条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数

に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口

数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、

社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に

は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたが

い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとし

ます。 

（受益権の分割および再分割） 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口

数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権

を均等に再分割できます。 

 

 

 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振

法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関

を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まります（以

下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合

または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替

機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や

むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示す

る受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受

（受益証券の発行） 

第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益

権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証

券を発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 



  

益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行なわないものとします。 

③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権につ

いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記

録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知

を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替

機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行

ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替

受入簿に記載または記録を申請することができるもの

とし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在

の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解

約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約

金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを

含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振

替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただ

し、保護預かりではない受益証券に係る受益権について

は、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後

当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また

は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または

記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配

金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または

記録により振替受益権となります。また、委託者は、受

益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載

または記録を申請する場合において、委託者の指定する

証券会社（証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社

をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定

する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録

金融機関（証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登

録金融機関をいい、以下証券会社と総称して「取扱金融

機関等」といいます。）に当該申請の手続きを委任する

ことができます。 

 

 

 

 

 

 ＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 ＜新設＞ 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を

行ないます。 

 

 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行す

るときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に

適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証

券に記載し記名捺印することによって行ないます。 

（受益権の申込単位および価額） 

第 13 条  委託者の指定する取扱金融機関等は、第８条第

１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者

に対し、取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て

定める申込単位（委託者が認める場合には 1 口未満の単

位を含みます。）をもって取得申込みに応じることがで

きるものとします。ただし、取得申込日が別に定める休

業日と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付は行

ないません。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融機関

等に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設

されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機

関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。な

お、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込

の代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込の口数を

乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行なうことができます。 

③ 第 1 項の受益権の価額は、1 口につき、取得申込日の

翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対

する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい

（受益証券の申込単位および価額） 

第 13 条  委託者の指定する証券会社（外国証券会社を含

みます｡）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以

下総称して「取扱金融機関等」といいます。）は、第 11

条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者

に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込

単位をもって売却することができるものとします。ただ

し、取得申込日が別に定める休業日と同日の場合には、

受益証券の取得申込みの受付は行ないません。 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  前項の受益証券の価額は、1 口につき、取得申込日の

翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対

する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい



  

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ

し、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の

価額は、1 口当たり 1 円に、手数料および当該手数料に

対する消費税等に相当する金額を加算した価額としま

す。 

④ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関

等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手

数料の額は、受益権１口につき、取得申込日の翌営業日

の基準価額に 2.625％(消費税等抜き、2.5％)を乗じて得

た額を超えないものとします。ただし、税法が変更・改

正された場合には、前記数値が変更になることがありま

す。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定

する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約

款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含

むものとします。）に従って結んだ契約（以下「累積投

資契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資

する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ず

ることができるものとします。その場合の 1 口当たりの

受益権の価額は、原則として第 38 条に規定する各計算

期間終了日の基準価額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、投資信託財産の効率的な

運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、ま

たは証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断に

より、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび

既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。 

 

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ

し、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益証券

の価額は、1 口当たり 1 円に、手数料および当該手数料

に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とし

ます。 

③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関

等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手

数料の額は、受益証券１口につき、取得申込日の翌営業

日の基準価額に 2.625％(消費税等抜き、2.5％)を乗じて

得た額を超えないものとします。ただし、税法が変更・

改正された場合には、前記数値が変更になることがあり

ます。 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定

する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約

款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含

むものとします。）に従って結んだ契約（以下「累積投

資契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資

する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ず

ることができるものとします。その場合の 1 口当たりの

受益証券の価額は、原則として第 38 条に規定する各計

算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、投資信託財産の効率的な

運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、ま

たは証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断に

より、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよ

び既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

 

＜削除＞ 

 

（受益証券の種類） 

第 14 条  委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口

券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000

万口券および 1 億口券の 8 種類とします。ただし、委託

者が認める場合にはこの限りではありません。 

②  累積投資契約および保護預り契約に基づいて委託者

の指定する取扱金融機関等が保管する受益証券の種類

は、第 1 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を

表示した受益証券とすることができます。 

 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合

には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替

の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当

該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お

よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その

備える振替口座簿に記載または記録するものとします。

ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したもの

でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振

替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）

に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通

知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益

者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口

座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託

者が必要と認めるときまたはやむをえない事情がある

と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける

ことができます。 

 

（受益証券の記名式、無記名式への変更および名義書換手

続き） 

第 15 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によっ

て請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名

式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無

記名式の受益証券を交付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続に

よって名義書換を委託者に請求することができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 38 条に規定

する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿

への記載または記録によらなければ、委託者および受託

者に対抗することができません。 

（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 

第 16 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による

名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗す

ることができません。 



  

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

（無記名式の受益証券の再交付） 

第 17 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益

者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の

定める手続により再交付を請求したときは、無記名式の

受益証券を再交付します。 

 

（記名式受益証券の再交付） 

第 18 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者

が、委託者の定める手続により再交付を請求したとき

は、記名式の受益証券を再交付します。 

（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第 19 条  受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益

証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求し

たときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、

真偽を鑑別しがたいときは、前 2条の規定を準用します。

 

（受益証券の再交付の費用） 

第 20 条  受益証券を再交付するときは、委託者は、受益

者に対して実費を請求することができます。 

（信託事務の諸費用等） 

第 40 条  投資信託財産に関する租税および信託事務の処

理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の

利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

ます。 

②  前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担

とし、投資信託財産中から支弁することができます。 

1．投資信託振替制度に係る手数料および費用 

 

2. ～7. （略） 

③～⑤ （略） 

 

（信託事務の諸費用等） 

第 40 条  投資信託財産に関する租税および信託事務の処

理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の

利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

ます。 

②  前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担

とし、投資信託財産中から支弁することができます。 

1. 受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印

刷および交付に係る費用を含みます。） 

2. ～7. （略） 

③～⑤ （略） 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 43 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以

内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前

において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の

末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月

4 日以降においても、第 44 条に規定する時効前の収益分

配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有す

るものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者

に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託

者の指定する預金口座等に払い込むことにより原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託

者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合

委託者の指定する取扱金融機関等は受益者に対し遅滞

なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行な

います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条

第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総

額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）

は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日か

ら、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（信託終了日以前において

一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 43 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以

内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換

えに委託者の指定する取扱金融機関等を通じて受益者

に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原

則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を

委託者の指定する取扱金融機関等に支払います。この場

合、委託者の指定する取扱金融機関等は受益者に対し遅

滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付けを

行ないます。 

 

 

 

③  償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総

額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）

は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から

受益証券と引き換えに委託者の指定する取扱金融機関

等を通じて受益者に支払います。 

 

 



  

得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機

関等の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き

換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または

記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受

益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の

委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受

益者に支払います。 

④ 一部解約金（第 46 条第 4 項の一部解約の価額に当該

一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）

は、第 46 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起

算して、原則として、５営業日目から委託者の指定する

取扱金融機関等を通じて当該受益者に支払います。 

⑤  （略） 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額

等に応じて計算されるものとします。 

⑦  前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の

規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価

額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の

信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者

毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該

口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  一部解約金（第 46 条第 4 項の一部解約の価額に当該

一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）

は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則とし

て、５営業日目から委託者の指定する取扱金融機関等を

通じて受益者に支払います。 

⑤  （略） 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価

額等に応じて計算されるものとします。 

⑦  前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の

規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎

の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。 

⑧  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその

印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金

交付票に、第３項および第４項の場合には受益証券に、

記名し届出印を押捺するものとします。 

⑨  委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印

と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還

金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印章の盗

用その他の事情があっても、そのために生じた損害につ

いてその責を負わないものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 44 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に

規定する支払開始日から 5年間その支払を請求しないと

き、または信託終了による償還金について前条第３項に

規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金

銭は、委託者に帰属します。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 44 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項に

規定する支払開始日から 5年間その支払を請求しないと

き、または信託終了による償還金について前条第３項に

規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を

受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払

いに関する受託者の免責） 

第 45 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終

了日の翌営業日に、償還金については第 43 条第 3 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金について

は第 43 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を

委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口

座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込ん

だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま

せん。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付

と支払いに関する受託者の免責） 

第 45 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終

了日の翌営業日に、償還金については第 43 条第 3 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金について

は第 43 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を

委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償

還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する

支払いにつき、その責に任じません。 

 

（信託の一部解約） 

第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託

者の指定する取扱金融機関等が定める解約単位をもっ

て、委託者に一部解約の実行を請求することができま

す。 

（信託の一部解約） 

第 46 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託

者の指定する取扱金融機関等が定める解約単位をもっ

て、委託者に一部解約の実行を請求することができま

す。 



  

②  （略） 

③  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた

場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、

やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこと

とします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を

委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社

振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

④  （略） 

⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る

一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の

指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行

なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に

一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約

の実行の請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当

該請求については、振替受益権となることが確実な受益

証券をもって行なうものとします。 

⑥ （略） 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され

た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除し

た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請

求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算され

た価額とします。 

⑧ （略） 

 

②  （略） 

③  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた

場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、

やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこと

とします。 

 

 

 

 

 

 

④  （略） 

⑤  受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするとき

は、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、受益証券

をもって行なうものとします。 

 

 

 

 

 

⑥  （略） 

⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され

た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求

を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された

価額とします。 

⑧  （略） 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 46 条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および

償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

（反対者の買取請求権） 

第 53条  第 47 条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、第

47条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に

対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰

属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および

買取請求の手続きに関する事項は、第 47 条第 2 項また

は前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します｡

②  前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者

および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により

決定するものとします。 

 

（反対者の買取請求権） 

第 53 条  第 47 条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、第

47条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に

対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有

する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および

買取請求の手続きに関する事項は、第 47 条第 2 項また

は前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します｡

②  前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者

および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により

決定するものとします。 

 

（付 則） 

第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第

12 条、第 14 条（受益証券の種類）、第 15 条（受益証券

の記名式、無記名式への変更および名義書換手続き）か

ら第 20 条（受益証券の再交付の費用）の規定および受

益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者

がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合

には、なおその効力を有するものとします。 

 

（付則） 

第１条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振

法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。）の

振替口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることに



  

より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当該

振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適

用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取

り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定

を取り消された場合または当該指定が効力を失った場

合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在

しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。 

また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4

日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。た

だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場

合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにし

たがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの

とします。 

② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る受益

証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につ

き、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよ

う請求することができます。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請

の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受

益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を

申請します。この場合において、委託者は、委託者の指

定する取扱金融機関等に当該申請の手続きを委任する

ことができます。 

④ 受益者が第 2項の振替受入簿に記載または記録の申請

の請求をするときは、委託者の指定する取扱金融機関等

に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受

益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の

末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効と

なり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証

券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとしま

す。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された

受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当

該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合そ

の他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益

証券の発行を請求しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益

権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで

きる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更

の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の

規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替

受入簿の記載または記録を申請することについて委託

者に代理権を付与することについて同意をしている受

益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載し

た書面の交付を原則として行ないません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則

としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受

益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われ

たもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始

日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を

受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記

載または記録するよう申請します。ただし、保護預かり

ではない受益証券に係る受益権については、信託期間中

において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行

なうものとします。 

⑦ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合、平成

19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約

の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する

取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうもの

とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約

金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の

請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当該請求に



  

ついては、振替受益権となることが確実な受益証券をも

って行なうものとします。 

⑧ 委託者が第 5項の信託約款変更を行なった場合におい

ても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効

前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその

効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換

えに受益者に支払います。 

 

 



  
フィデリティ・US リート・ファンド B(為替ヘッジなし) 

信託約款（平成 19 年 1 月 4 日適用予定）の変更内容について 

 

平成 18年 12月 29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成 19 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行なう

予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。 
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、

単純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。 
 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成 18 年６月 15 日現在の約款の内容）
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、証

券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投

資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信託法」

といいます。）第 2 条第 13 項で定める公募により行なわ

れます。 

 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第 6 条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、

証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信託法」

といいます。）第 2 条第 13 項で定める公募により行なわ

れます。 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益

者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条

の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に

応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益

者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 8

条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数

に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口

数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、

社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に

は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたが

い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとし

ます。 

（受益権の分割および再分割） 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口

数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権

を均等に再分割できます。 

 

 

 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振

法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関

を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まります（以

下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合

または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替

機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や

むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示す

る受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受

（受益証券の発行） 

第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益

権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証

券を発行します。 
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益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行なわないものとします。 

③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権につ

いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記

録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知

を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替

機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行

ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替

受入簿に記載または記録を申請することができるもの

とし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在

の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解

約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約

金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを

含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振

替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただ

し、保護預かりではない受益証券に係る受益権について

は、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後

当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また

は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または

記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配

金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または

記録により振替受益権となります。また、委託者は、受

益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載

または記録を申請する場合において、委託者の指定する

証券会社（証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社

をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定

する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録

金融機関（証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登

録金融機関をいい、以下証券会社と総称して「取扱金融

機関等」といいます。）に当該申請の手続きを委任する

ことができます。 
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 ＜新設＞ 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を

行ないます。 

 

 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行す

るときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に

適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証

券に記載し記名捺印することによって行ないます。 

（受益権の申込単位および価額） 

第 13 条  委託者の指定する取扱金融機関等は、第 8条第 1

項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に

対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込単

位をもって取得申込みに応じることができるものとし

ます。ただし、取得申込日が別に定める休業日と同日の

場合には、受益権の取得申込みの受付は行ないません。

 

 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融機関

等に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設

されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機

関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。な

お、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込

の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を

乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行なうことができます。 

③ 第 1 項の受益権の価額は、1 口につき、取得申込日の

翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対

する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい

（受益証券の申込単位および価額） 

第 13 条  委託者の指定する証券会社（外国証券会社を含

みます｡）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以

下総称して「取扱金融機関等」といいます。）は、第 11

条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者

に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込

単位をもって売却することができるものとします。ただ

し、取得申込日が別に定める休業日と同日の場合には、

受益証券の取得申込みの受付は行ないません。 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  前項の受益証券の価額は、1 口につき、取得申込日の

翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対

する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい



  

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ

し、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の

価額は、1 口当たり 1 円に、手数料および当該手数料に

対する消費税等に相当する金額を加算した価額としま

す。 

④ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関

等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手

数料の額は、受益権１口につき、取得申込日の翌営業日

の基準価額に 2.625％(消費税等抜き、2.5％)を乗じて得

た額を超えないものとします。ただし、税法が変更・改

正された場合には、前記数値が変更になることがありま

す。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定

する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約

款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含

むものとします。）に従って結んだ契約（以下「累積投

資契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資

する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ず

ることができるものとします。その場合の 1 口当たりの

受益権の価額は、原則として第 37 条に規定する各計算

期間終了日の基準価額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、投資信託財産の効率的な

運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、ま

たは証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断に

より、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび

既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。 

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ

し、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益証券

の価額は、1 口当たり 1 円に、手数料および当該手数料

に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とし

ます。 

③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関

等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手

数料の額は、受益証券１口につき、取得申込日の翌営業

日の基準価額に 2.625％(消費税等抜き、2.5％)を乗じて

得た額を超えないものとします。ただし、税法が変更・

改正された場合には、前記数値が変更になることがあり

ます。 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定

する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約

款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含

むものとします。）に従って結んだ契約（以下「累積投

資契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資

する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ず

ることができるものとします。その場合の 1 口当たりの

受益証券の価額は、原則として第 37 条に規定する各計

算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、投資信託財産の効率的な

運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、ま

たは証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断に

より、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよ

び既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

 

＜削除＞ 

 

（受益証券の種類） 

第 14 条  委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口

券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000

万口券および 1 億口券の 8 種類とします。ただし、委託

者が認める場合にはこの限りではありません。 

②  累積投資契約および保護預り契約に基づいて委託者

の指定する取扱金融機関等が保管する受益証券の種類

は、第 1 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を

表示した受益証券とすることができます。 

 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合

には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替

の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当

該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お

よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その

備える振替口座簿に記載または記録するものとします。

ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したもの

でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振

替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）

に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通

知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益

者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口

座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託

者が必要と認めるときまたはやむをえない事情がある

と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける

ことができます。 

 

（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換

手続き） 

第 15 条  委託者は、受益者が委託者の定める手続によっ

て請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名

式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無

記名式の受益証券を交付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続に

よって名義書換を委託者に請求することができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 37 条に規定

する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿

への記載または記録によらなければ、委託者および受託

者に対抗することができません。 

（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 

第 16 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による

名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗す

ることができません。 
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（無記名式の受益証券の再交付） 

第 17 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益

者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の

定める手続により再交付を請求したときは、無記名式の

受益証券を再交付します。 

 

（記名式受益証券の再交付） 

第 18 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者

が、委託者の定める手続により再交付を請求したとき

は、記名式の受益証券を再交付します。 

（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第 19 条  受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益

証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求し

たときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、

真偽を鑑別しがたいときは、前 2条の規定を準用します。

 

（受益証券の再交付の費用） 

第 20 条  受益証券を再交付するときは、委託者は、受益

者に対して実費を請求することができます。 

（信託事務の諸費用等） 

第 39 条  投資信託財産に関する租税および信託事務の処

理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の

利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

ます。 

②  前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担

とし、投資信託財産中から支弁することができます。 

1．投資信託振替制度に係る手数料および費用 

 

2. ～7. （略） 

③～⑤ （略） 

 

（信託事務の諸費用等） 

第 39 条  投資信託財産に関する租税および信託事務の処

理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の

利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

ます。 

②  前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担

とし、投資信託財産中から支弁することができます。 

1. 受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印

刷および交付に係る費用を含みます。） 

2. ～7. （略） 

③～⑤ （略） 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 42 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以

内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前

において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の

末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月

4 日以降においても、第 43 条に規定する時効前の収益分

配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有す

るものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者

に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託

者の指定する預金口座等に払い込むことにより原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託

者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合

委託者の指定する取扱金融機関等は受益者に対し遅滞

なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行な

います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条

第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総

額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）

は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日か

ら、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（信託終了日以前において

一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 42 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以

内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換

えに委託者の指定する取扱金融機関等を通じて受益者

に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原

則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を

委託者の指定する取扱金融機関等に支払います。この場

合、委託者の指定する取扱金融機関等は受益者に対し遅

滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付けを

行ないます。 

 

 

 

③  償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総

額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）

は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から

受益証券と引き換えに委託者の指定する取扱金融機関

等を通じて受益者に支払います。 

 

 



  

得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機

関等の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き

換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または

記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受

益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の

委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受

益者に支払います。 

④ 一部解約金（第 45 条第 4 項の一部解約の価額に当該

一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）

は、第 45 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起

算して、原則として、５営業日目から委託者の指定する

取扱金融機関等を通じて当該受益者に支払います。 

⑤  （略） 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額

等に応じて計算されるものとします。 

⑦  前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の

規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価

額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の

信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者

毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該

口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  一部解約金（第 45 条第 4 項の一部解約の価額に当該

一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）

は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則とし

て、５営業日目から委託者の指定する取扱金融機関等を

通じて受益者に支払います。 

⑤  （略） 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価

額等に応じて計算されるものとします。 

⑦  前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の

規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎

の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。 

⑧  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその

印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金

交付票に、第３項および第４項の場合には受益証券に、

記名し届出印を押捺するものとします。 

⑨  委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印

と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還

金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印章の盗

用その他の事情があっても、そのために生じた損害につ

いてその責を負わないものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 43 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に

規定する支払開始日から 5年間その支払を請求しないと

き、または信託終了による償還金について前条第３項に

規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金

銭は、委託者に帰属します。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 43 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項に

規定する支払開始日から 5年間その支払を請求しないと

き、または信託終了による償還金について前条第３項に

規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を

受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払

いに関する受託者の免責） 

第 44 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終

了日の翌営業日に、償還金については第 42 条第 3 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金について

は第 42 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を

委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口

座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込ん

だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま

せん。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付

と支払いに関する受託者の免責） 

第 44 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終

了日の翌営業日に、償還金については第 42 条第 3 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金について

は第 42 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を

委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償

還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する

支払いにつき、その責に任じません。 

 

（信託の一部解約） 

第 45 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託

者の指定する取扱金融機関等が定める解約単位をもっ

て、委託者に一部解約の実行を請求することができま

す。 

（信託の一部解約） 

第 45 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託

者の指定する取扱金融機関等が定める解約単位をもっ

て、委託者に一部解約の実行を請求することができま

す。 



  

②  （略） 

③  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた

場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、

やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこと

とします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を

委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社

振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

④  （略） 

⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る

一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の

指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行

なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に

一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約

の実行の請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当

該請求については、振替受益権となることが確実な受益

証券をもって行なうものとします。 

⑥ （略） 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され

た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除し

た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請

求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算され

た価額とします。 

⑧ （略） 

 

②  （略） 

③  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた

場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、

やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこと

とします。 

 

 

 

 

 

 

④  （略） 

⑤  受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするとき

は、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、受益証券

をもって行なうものとします。 

 

 

 

 

 

⑥  （略） 

⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され

た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求

を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された

価額とします。 

⑧  （略） 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 45 条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および

償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

（反対者の買取請求権） 

第 52条  第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、第

46条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に

対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰

属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および

買取請求の手続きに関する事項は、第 46 条第 2 項また

は前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します｡

②  前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者

および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により

決定するものとします。 

 

（反対者の買取請求権） 

第 52 条  第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、第

46条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に

対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有

する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および

買取請求の手続きに関する事項は、第 46 条第 2 項また

は前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します｡

②  前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者

および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により

決定するものとします。 

 

（付 則） 

第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第

12 条、第 14 条（受益証券の種類）、第 15 条（受益証券

の記名式、無記名式への変更および名義書換手続き）か

ら第 20 条（受益証券の再交付の費用）の規定および受

益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者

がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合

には、なおその効力を有するものとします。 

 

（付則） 

第１条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振

法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。）の

振替口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることに



  

より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当該

振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適

用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取

り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定

を取り消された場合または当該指定が効力を失った場

合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在

しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。 

また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4

日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。た

だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場

合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにし

たがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの

とします。 

② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る受益

証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につ

き、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよ

う請求することができます。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請

の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受

益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を

申請します。この場合において、委託者は、委託者の指

定する取扱金融機関等に当該申請の手続きを委任する

ことができます。 

④ 受益者が第 2項の振替受入簿に記載または記録の申請

の請求をするときは、委託者の指定する取扱金融機関等

に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受

益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の

末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効と

なり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証

券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとしま

す。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された

受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当

該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合そ

の他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益

証券の発行を請求しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益

権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで

きる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更

の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の

規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替

受入簿の記載または記録を申請することについて委託

者に代理権を付与することについて同意をしている受

益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載し

た書面の交付を原則として行ないません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則

としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受

益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われ

たもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始

日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を

受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記

載または記録するよう申請します。ただし、保護預かり

ではない受益証券に係る受益権については、信託期間中

において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行

なうものとします。 

⑦ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合、平成

19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約

の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する

取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうもの

とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約

金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の

請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当該請求に



  

ついては、振替受益権となることが確実な受益証券をも

って行なうものとします。 

⑧ 委託者が第 5項の信託約款変更を行なった場合におい

ても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効

前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその

効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換

えに受益者に支払います。 

 

 





※本書は、証券取引法第13条第 2項第 2号に定める内容を記載した目論見書（「請求目論見書」）です。

投資信託説明書（請求目論見書）

2006.12

F i d e l i t y  U S  R E I T  F u n d

フィデリティ・USリート・ファンド
A（為替ヘッジあり）／B（為替ヘッジなし）
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ



 
 
 
 
 

1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・ＵＳリート・ファ

ンド Ａ（為替ヘッジあり）およびフィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替

ヘッジなし）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法第 5条の規定

により有価証券届出書を 2006 年 12 月 15 日に関東財務局長に提出し、2006 年 12

月 16 日にその届出の効力が生じております。 

2. このファンドは、主に米国の不動産投資信託(REIT)を投資対象としていますが、

他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、組

み入れた不動産投資信託その他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響に

より上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組

み入れた不動産投資信託その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およ

びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証され

ているものではありません。 
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第１【ファンドの沿革】 
 

2003年11月17日 ファンドの受益証券の募集開始 

2003年12月９日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 
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第２【手続等】 

 

１【申込（販売）手続等】 

 

 ファンドの受益証券の取得申込みは、申込期間における委託会社および販売会社

の各営業日の営業時間内において行なわれます（ニューヨーク証券取引所の休業日

またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないませ

ん。）。取得申込みの受付は、午後３時（半日営業日の場合は午前11時）までに、

取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続き

が完了したものを当日の申込受付分として取扱います。 

ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くださ

い。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

 

受益証券の販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、

取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基

準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率

は2.625％(消費税等相当額抜き 2.5％)を超えないものとします。 

※ 税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。 

 

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

ただし、累積投資コースに基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数

倍をもって取得の申込みができます。 

 

販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホーム

ページ(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いた

だくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午

後5時））または販売会社までお問い合わせください。 

 

申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込み

の販売会社にお支払いください。 

 

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判

断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込みの受

付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。 

 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申

込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファ

ンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座

に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販

売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追

加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものと
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します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の

規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受

託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の

定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な

います。 
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２【換金（解約）手続等】 

 

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 

受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求すること

ができます（ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の

休業日と同日を除きます。）。一部解約の実行の請求の受付は、午後３時（半日営

業日の場合は午前11時）までに一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受

付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱

います。 

ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くださ

い。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなり

ます。 

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもっ

て行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、

ファンドの信託契約の一部を解約します。 

  

一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日基準価額から信託財産留保額（基

準価額に0.3％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額
＊
とします。 

＊ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.3％） 

 

解約価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社

のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））また

は販売会社に問い合わせることにより知ることができます（解約価額の基準となる

ファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんので

ご注意ください。）。 

 

受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個

別元本
＊１

を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対する所得税額お

よび地方税額を差引いた金額
＊２

となります。当該金額は解約請求を受付けた日から

起算して原則として５営業日目から、販売会社の営業所において受益者に支払われ

ます。 

＊１ 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料およ

び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいいます。

詳しくは、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 

手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 

＊２ 2004年１月１日から2008年３月31日までに支払われる収益分配金（解約・償

還差益を含みます。）等につきましては、源泉税率は個人の受益者について

は10％（所得税７％、地方税３％）、法人の受益者については７％(所得税)

となります。2008年４月１日以降に支払われるものにつきましては、源泉税

率は個人の受益者については20％(所得税15％、地方税５％)、法人の受益者

については15％（所得税）となることが予定されております。詳しくは交付

目論見書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税

金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 
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一部解約の実行の請求単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ

(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、

委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5

時））または販売会社までお問い合わせください。 

 

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に

受付けた一部解約の実行の受付を取消すができます。一部解約の実行の請求の受付

が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実

行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして計算します。 

 

投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約

はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換

金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当

該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換

えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行なわれます。 

平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益

権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受

益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月４日前に行なわれる当

該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも

のとします。 

平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一

括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、

平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、

個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時

間を要しますので、ご留意ください。 
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第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 
 

(1）【資産の評価】 

受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の

純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の

純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国

通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算につい

ては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算

します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映

されます。 

基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社

のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））また

は販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の

日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、Ａコースは「Ｕリト

Ａ」、Ｂコースは「ＵリトＢ」として略称で掲載されています。） 

なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。 

 

(2）【保管】 

一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護

預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの

場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受

益者の責任において受益者により保管されます。 

累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りと

なります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券に

ついて受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の

実行の請求があったものとして取扱います。 

受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって

請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名

式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 

無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。 

受益証券の引出しを請求される場合は、受益証券の印刷完了後、請求日を入れて

４営業日目以降の受渡しとなります。 

記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会

社に請求することができます。 

上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止

します。 

記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受
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託会社に対抗することができません。 

受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下

のとおりです。 

１．無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を

添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は無記

名式の受益証券を再交付します。 

２．記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付

を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。 

３．受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定め

る手続により再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。

ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記1.、2.の規定を準用するものとしま

す。 

４．受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求するこ

とができます。 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受

益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、

受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

(3）【信託期間】 

 信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5) その他 (a）信託の終了」の場

合には、信託は終了します。 

 

(4）【計算期間】 

 計算期間は原則として毎月16日から翌月15日までとします。各計算期間終了日に

該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日

より次の計算期間が開始するものとします。最終計算期間は、下記「(5)その他 

(a）信託の終了」による解約の日までとします。 

 

(5）【その他】 

(a) 信託の終了 

１．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権

の残存口数がＡコースおよびＢコースの合計で30億口を下回った場合または信

託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを

得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に

届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に

対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下

らないものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当

該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権

の総口数の50％を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととしま

す。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して
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交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則とし

て公告を行ないません。 

なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、上記一定期間が１ヶ月を下らないこととすることが困難な場合に

は、前段は適用されません。 

２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはそ

の命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

３．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を

廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委

託業者に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が

受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託業者

と受託会社との間において存続します。 

４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受

託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任

または解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファ

ンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(b) 投資信託約款の変更 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が

発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることに

より、投資信託約款を変更することができます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、

これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全て

の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下ら

ないものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一

定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の

総口数の50％を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこと

とします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない

旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受

益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、

原則として公告を行ないません。 

委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令

に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には

前２段の手法に従います。 

（注）委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿

に記載または記録を申請することができる旨の投資信託約款変更をしよう

とする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記の規定にしたがい

ます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請す

ることについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている

受益者へは、上記の書面の交付を原則として行ないません。 

(c) 関係法人との契約の更改 

委託会社と販売会社との間の受益証券の販売等に係る契約書は、期間満了の

３ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１
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年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は

無期限です。 

(d) 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

(e) 運用報告書の作成等 

委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券

の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販

売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。保護預りを利用する受益

者には、あらかじめ申し出を受けた住所に販売会社から運用報告書が送付されま

す。 

(f) 組入有価証券等の管理 

投資信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行な

います。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、投資信託財産に属する資産の

保管・管理を他の者に委任することができます。 

１．受託会社は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で

保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金

融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 

２．受託会社は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振

替機関等に預託し保管させることができます。 

３．金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

４．投資信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、委託会社

または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしませ

ん。  

(g) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容 

委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつ

ど追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割でき

ます。 

ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはあ

りません。 

(h) 追加信託金 

追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係

る受益権の口数を乗じた額とします。 

(i) 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 

収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
＊１

は、原則として、各

受益者毎の信託時の受益証券の価額等
＊２

に応じて計算されるものとします。 

＊１ 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益

者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信

託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。 

＊２ 「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者
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毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

(j) 受益証券の発行、受益証券の発行についての受託会社の認証 

委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受

益証券を発行します。 

委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が投資信託約

款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。 

受益証券の認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺

印することによって行ないます。 

(k) 受益証券の種類 

委託会社が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、

100万口券、500万口券、1,000万口券および１億口券の８種類とします。ただし、

委託会社が認める場合にはこの限りではありません。 

自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益

証券の種類は、上記のほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とすること

ができます。 

（※）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であ

り、受益証券は発行されなくなる予定です。 

(l) 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図 

委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の

一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、上記に

よる一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券

等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

(m) 受託会社による資金の立替え 

投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出

があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 

投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等、お

よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると

きは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。 

上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ

りそのつど別にこれを定めます。 

(n) 投資信託財産に関する報告 

受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を

作成して、これを委託会社に提出します。 

受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告

書を作成して、これを委託会社に提出します。 

(o) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファ

ンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これ

に伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

(p) 受託会社の辞任または解任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。こ

の場合、委託会社は、前記「(b）投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会
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社を選任します。 

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官

庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必

要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の

解任に伴う取扱いについては、前２段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準

じます。 

１．支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理

開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

３．投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送さ

れたとき。 

４．受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

５．その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下

し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資

信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。 

 上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合にお

いて、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力あ

る新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解

任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本

項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行な

うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社また

は選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を

履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場

合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

(q) 投資信託約款に関する疑義の扱い 

投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協

議により定めます。 

(r) 信託事務処理の再信託 

受託会社は、信託法に基づき、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼

営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができ

ます。 

(s) 受益証券の取得申込みの勧誘の種類 

ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に

該当し、投資信託法第2条第13項で定める公募により行なわれます。 
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２【受益者の権利等】 
 
  受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

(1) 収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利

を有します。 

 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原

則として計算期間終了日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換

えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行

ないます。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する

受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 

 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰

属します。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一

部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分

配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営

業日目（予定）からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降において

も、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有

するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いしま

す。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料

で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載

または記録されます。 

 

(2) 償還金に対する請求権 

 受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の

純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請

求する権利を有します。 

 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引

き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行な

います。 

 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求

しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委

託会社に帰属します。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合、償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益
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権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権

で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

(3) 受益証券の一部解約請求権 

 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求

する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第２ 手続等 ２ 換

金（解約）手続等」の項をご参照ください。 

 

(4) 記名式受益証券の場合の権利行使 

 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、

収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約

金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配

金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印章の盗用その他の事情が

あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、

その場合、やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態は

ありません。 

 

(5) 委託会社の免責 

 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委

託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払が

なされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべ

き税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があれ

ばその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。 

 

(6) 帳簿閲覧権 

 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関す

る帳簿書類の閲覧を請求することができます。 

 

(7) 投資信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権 

 委託会社が前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a）信託の終了」に規定

する信託の解約または「同 (b）投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款

の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益

者は所定の期間内に異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合に

おいて、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合

であって、異議を申し立てることのできる期間が１ヶ月を下らずに信託の解約の

公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、適用しません。 

 

(8) 異議申立てを行なった受益者の買取請求権 

 前記(7)に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益

証券を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 
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 上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協

議により決定するものとします。 

 上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 

(5)その他 (a)信託の終了」または「同 (b)投資信託約款の変更」に規定する公

告または書面に付記します。 

 

(9) 当初の受益者 

 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定

する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

(10) 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受

託会社の免責 

 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金に

ついては支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全

額を委託会社に交付します。 

受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 
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第４【ファンドの経理状況】 

 

 ファンドの財務諸表は、第5特定期間（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）

については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対

照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づいて作成しており、第６特定期間（平成18年3月16日から平成

18年9月15日まで）については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投

資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成してお

ります。 

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

 ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しておりま

す。 

 

 ファンドは、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第５特定期間（平成17年９月

16日から平成18年３月15日まで）の財務諸表については、中央青山監査法人（現みすず

監査法人）により監査を受けており、第６特定期間（平成18年３月16日から平成18年９

月15日まで）の財務諸表については、あらた監査法人により監査を受けております。 
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１【財務諸表】 

 

フィデリティ・USリート・ファンド Ａ(為替ヘッジあり) 

 

(1）【貸借対照表】 

第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在） 区分 
注記 

番号 
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  32,985,596 14,846,323 

親投資信託受益証券  1,350,643,690 1,171,302,930 

未収入金  － 197,090 

流動資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 

資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  23,149,691 6,561,381 

未払収益分配金  3,250,659 2,697,091 

未払解約金  4,074,432 3,517,106 

未払受託者報酬  109,287 104,620 

未払委託者報酬  1,420,830 1,360,169 

その他未払費用  739,939 603,161 

流動負債合計  32,744,838 14,843,528 

負債合計  32,744,838 14,843,528 

純資産の部   

元本等    

元本  997,547,955 827,707,563 

剰余金    

期末剰余金  353,336,493 343,795,252 

(うち分配準備積立金）  (266,111,890) (259,546,369) 

剰余金合計  353,336,493 343,795,252 

 元本等合計  － 1,171,502,815 

純資産合計  1,350,884,448 1,171,502,815 

負債・純資産合計  1,383,629,286 1,186,346,343 
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(2）【損益及び剰余金計算書】 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 区分 
注記

番号

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取利息  94 1,648 

有価証券売買等損益  224,851,399 104,776,111 

為替差損益  △133,902,186 △29,984,933 

営業収益合計  90,949,307 74,792,826 

営業費用    

受託者報酬  777,022 633,396 

委託者報酬  10,101,826 8,234,740 

その他費用  740,090 606,146 

営業費用合計  11,618,938 9,474,282 

営業利益又は営業利益金額  79,330,369 65,318,544 

経常利益又は経常利益金額  79,330,369 65,318,544 

当期純利益又は当期純利益金額  79,330,369 65,318,544 

一部解約に伴う当期純利益分配額  1,939,221 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分

配額 
 － 5,007,846 

期首剰余金  401,940,080 353,336,493 

剰余金増加額  30,483,089 21,186,137 

（当期追加信託に伴う剰余金増加

額) 
 (30,483,089) (21,186,137) 

剰余金減少額  134,025,525 73,708,813 

（当期一部解約に伴う剰余金減少

額） 
 (134,025,525) (73,708,813) 

分配金  22,452,299 17,329,263 

期末剰余金  353,336,493 343,795,252 
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(3）【注記表】 

第5特定期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評

価しております。 

 時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づい

て評価しております。 

親投資信託受益証券 

同左 

２．デリバティブの評価

基準及び評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則とし

て、わが国における特定期間末日

の対顧客先物売買相場の仲値に

よって計算しております。 

為替予約取引 

同左 

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在） 

1. 元本の推移   

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

1,408,081,851円 

112,183,776円 

522,717,672円 

997,547,955円 

64,426,367円 

234,266,759円 

  2. 計算期間末日における受益権

の総数 
－ 827,707,563口 

  3. 計算期間末日における１口 

   当たり純資産額 
1.3542円 1.4154円 
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（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、

委託者報酬の中から支弁している額 

 純資産総額に対して年率0.35％以内の額 

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、

委託者報酬の中から支弁している額 

同左 

 

２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程 

（平成17年9月16日から平成17年10月17日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（9,808,441円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、信託約款に規定

される収益調整金（108,815,433円）及び分配

準備積立金（283,730,388円）より分配対象収

益は402,354,262円（１口当たり0.302043円）

であり、うち4,662,381円（１口当たり0.0035

円）を分配金額としております。当該分配金と

損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額

は、外国所得税控除額（162,404円）によるも

のです。 

 

 

（平成17年10月18日から平成17年11月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（7,657,795円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、信託約款に規

定される収益調整金（103,535,531円）及び分

配準備積立金（261,467,253円）より分配対象

収益は372,660,579円（１口当たり0.305322

円）であり、うち4,271,916円（１口当たり

0.0035円）を分配金額としております。当該

分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金額

との差額は、外国所得税控除額（279,656円）

によるものです。 

（平成18年3月16日から平成18年4月17日まで 

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（6,202,472円、本ファンドに帰属すべき親投資

信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用

を控除した額（0円）、信託約款に規定される収

益調整金（93,852,214円）及び分配準備積立金

（247,736,473円）より分配対象収益は

347,791,159円（１口当たり0.372199円）であ

り、うち3,270,479円（１口当たり0.0035円）を

分配金額としております。当該分配金と損益及

び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除額

（218,256円）によるものです。 

 

（平成18年4月18日から平成18年5月15日までの分

配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（2,509,545円、本ファンドに帰属すべき親投資

信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用

を控除した額（0円）、信託約款に規定される収

益調整金（92,619,338円）及び分配準備積立金

（241,521,020円）より分配対象収益は

336,649,903円（１口当たり0.371847円）であ

り、うち3,168,704円（１口当たり0.0035円）を

分配金額としております。当該分配金と損益及

び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除額

（208,235円）によるものです。 
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第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

（平成17年11月16日から平成17年12月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（3,290,965円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、信託約款に規定

される収益調整金（108,737,070円）及び分配

準備積立金（244,120,712円）より分配対象収

益は356,148,747円（１口当たり0.305206円）

であり、うち4,084,194円（１口当たり0.0035

円）を分配金額としております。当該分配金と

損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額

は、外国所得税控除額（276,344円）によるも

のです。 

 

 

（平成17年12月16日から平成18年1月16日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（9,149,080円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）費用控除後の有価

証券売買等損益（11,749,859円）、信託約款に

規定される収益調整金（104,535,590円）及び

分配準備積立金（225,915,203円）より分配対

象収益は351,349,732円（１口当たり0.3214

円）であり、うち3,826,147円（１口当たり

0.0035円）を分配金額としております。当該分

配金と損益及び剰余金計算書上の分配金額との

差額は、外国所得税控除額（263,540円）によ

るものです。 

（平成18年5月16日から平成18年6月15日までの分

配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（887,384円、本ファンドに帰属すべき親投資信

託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純損

失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を

控除した額（0円）、信託約款に規定される収益

調整金（95,907,322円）及び分配準備積立金

（236,873,103円）より分配対象収益は

333,667,809円（１口当たり0.369647円）であ

り、うち3,159,328円（１口当たり0.0035円）を

分配金額としております。当該分配金と損益及

び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除額

（198,714円）によるものです。 

 

（平成18年6月16日から平成18年7月18日までの分

配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（7,318,094円、本ファンドに帰属すべき親投資

信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用

を控除し、繰越欠損金を補てんした額（0円）、

信託約款に規定される収益調整金（92,649,893

円）及び分配準備積立金（227,846,694円）より

分配対象収益は327,814,681円（１口当たり

0.374903円）であり、うち3,060,391円（１口当

たり0.0035円）を分配金額としております。当

該分配金と損益及び剰余金計算書上の差額は、

外国所得税控除額（209,168円）によるもので

す。 

 

 



－  － 
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第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

（平成18年1月17日から平成18年2月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（3,939,245円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の

有価証券売買等損益（5,922,358円）、信託約

款に規定される収益調整金（100,311,937円）

及び分配準備積立金（225,705,479円）より分

配対象収益は335,879,019円（１口当たり

0.328056円）であり、うち3,583,458円（１口

当たり0.0035円）を分配金額としておりま

す。当該分配金と損益及び剰余金計算書上の

分配金額との差額は、外国所得税控除額

（244,512円）によるものです。 

（平成18年7月19日から平成18年8月15日まで 

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（4,608,533円、本ファンドに帰属すべき親投資

信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用

を控除し、繰越欠損金を補てんした額（0円）、

信託約款に規定される収益調整金（94,247,605

円）及び分配準備積立金（226,013,160円）より

分配対象収益は324,869,298円（１口当たり

0.377129円）であり、うち3,014,994円（１口当

たり0.0035円）を分配金額としております。当

該分配金と損益及び剰余金計算書上の差額は、

外国所得税控除額（207,351円）によるもので

す。 

 

 

（平成18年2月16日から平成18年3月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益

分配後の配当等収益から費用を控除した額

（1,984,756円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の

有価証券売買等損益（41,490,275円）、信託

約款に規定される収益調整金（99,505,538

円）及び分配準備積立金（224,621,615円）よ

り分配対象収益は367,602,184円（１口当たり

0.368506円）であり、うち3,491,417円（１口

当たり0.0035円）を分配金額としておりま

す。当該分配金と損益及び剰余金計算書上の

分配金額との差額は、外国所得税控除額

（240,758円）によるものです。 

 

（平成18年8月16日から平成18年9月15日までの分

配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（3,018,532円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除し、繰越欠損金を補てんした額

（44,763,361円）、信託約款に規定される収益

調整金（95,208,564円）及び分配準備積立金

（214,461,567円）より分配対象収益は

357,452,024円（１口当たり0.431858円）であ

り、うち2,896,976円（１口当たり0.0035円）

を分配金額としております。当該分配金と損益

及び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除

額（199,885円）によるものです。 

 

 



－  － 
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（有価証券に関する注記） 

 

第5特定期間（平成18年３月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
最終計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 1,350,643,690 48,779,383 

合計 1,350,643,690 48,779,383 

 

第6特定期間（平成18年９月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
最終計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 1,171,302,930 75,156,639 

合計 1,171,302,930 75,156,639 

 



－  － 
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（デリバティブ取引に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

項目 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．取引の内容 当ファンドの利用しているデリバ

ティブ取引は、為替予約でありま

す。 

同左 

２．取引に対する取組方

針 

デリバティブ取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行なわ

ない方針であります。 

同左 

３．取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを回

避し、安定的な利益の確保を図る

目的で利用しております。 

同左 

４．取引に係るリスクの

内容 

為替予約取引に係る主要なリスク

は、為替相場の変動によるリスク

であります。 

同左 

５．取引に係るリスク管

理体制 

デリバティブ取引の執行・管理に

ついては、取引権限及び取引限度

額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決済担当者の承認

を得て行っております。 

同左 

６．取引の時価等に関す

る事項についての補足

説明 

取引の時価に関する事項について

の契約額等は、あくまでもデリバ

ティブ取引における名目的な契約

額であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 

同左 

 



－  － 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 

第5特定期間（平成18年３月15日現在） 

契約額等（円） 
種類 

 うち１年超
時価（円） 評価損益（円） 

市場取引以外の取引  

為替予約取引  

売建  

米ドル 1,309,109,419 － 1,332,259,110 △23,149,691

合計 1,309,109,419 － 1,332,259,110 △23,149,691

 

第6特定期間（平成18年９月15日現在） 

契約額等（円） 
種類 

 うち１年超
時価（円） 評価損益（円） 

市場取引以外の取引  

為替予約取引  

売建  

米ドル 1,126,180,779 － 1,132,742,160 △6,561,381

合計 1,126,180,779 － 1,132,742,160 △6,561,381

 

 （注）時価の算定方法 

１．特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下

のように評価しております。 

(1）特定期間末日において予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）

の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該

対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

(2）特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合

は、以下の方法によっております。 

① 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場

合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つ

の対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価してお

ります。 

② 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない

場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値

により評価しております。 

２．特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、

特定期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。 



－  － 
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（重要な後発事象に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

(4）【附属明細表】 

① 有価証券明細表 

 

(ア）株式 

 該当事項はありません。 

 

(イ）株式以外の有価証券 

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考 

親投資信託 

受益証券 

フィデリティ・ＵＳリー

ト・マザーファンド 
611,997,978 1,171,302,930 － 

合計 － 611,997,978 1,171,302,930 － 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 「注記事項（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。 







－  － 
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フィデリティ・USリート・ファンド Ｂ(為替ヘッジなし) 

 

 (1）貸借対照表 

第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在）  区分 
注記 

番号 
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  39,904,748 34,731,679 

親投資信託受益証券  5,568,947,485 5,164,456,569 

流動資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 

資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 

負債の部    

流動負債    

未払収益分配金  14,997,796 13,015,706 

未払解約金  23,051,989 11,892,394 

未払受託者報酬  449,009 451,905 

未払委託者報酬  5,837,213 5,874,832 

その他未払費用  2,949,991 2,544,510 

流動負債合計  47,285,998 33,779,347 

負債合計  47,285,998 33,779,347 

純資産の部    

元本等    

元本  3,577,675,794 3,104,008,643 

剰余金    

期末剰余金  1,983,890,441 2,061,400,258 

（うち分配準備積立金）  (1,467,062,153) (1,517,202,870) 

剰余金合計  1,983,890,441 2,061,400,258 

元本等合計  － 5,165,408,901 

純資産合計  5,561,566,235 5,165,408,901 

負債・純資産合計  5,608,852,233 5,199,188,248 



－  － 
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  (2）損益及び剰余金計算書 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 区分 
注記

番号

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取利息  163 1,129 

有価証券売買等損益  925,176,137 440,499,843 

営業収益合計  925,176,300 440,500,972 

営業費用    

受託者報酬  3,097,760 2,671,974 

委託者報酬  40,271,452 34,736,274 

その他費用  2,956,007 2,552,349 

営業費用合計  46,325,219 39,960,597 

営業利益又は営業利益金額  878,851,081 400,540,375 

経常利益又は経常利益金額  878,851,081 400,540,375 

当期純利益又は当期純利益金額  878,851,081 400,540,375 

一部解約に伴う当期純利益分配額  42,125,824 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額  － 22,946,997 

期首剰余金  1,751,237,169 1,983,890,441 

剰余金増加額  202,768,635 154,713,627 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額)  (202,768,635) (154,713,627) 

剰余金減少額  704,429,882 371,791,236 

（当期一部解約に伴う剰余金減少額)  (704,429,882) (371,791,236) 

分配金  102,410,738 83,005,952 

期末剰余金  1,983,890,441 2,061,400,258 



－  － 
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(3）注記表 

第5特定期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

有価証券の評価基準及び

評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で

評価しております。 

 時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基

づいて評価しております。 

親投資信託受益証券 

同左 

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第5特定期間 

（平成18年３月15日現在） 

第6特定期間 

（平成18年９月15日現在） 

1. 元本の推移   

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

4,848,169,367円 

467,357,917円 

1,737,851,490円 

3,577,675,794円 

290,915,487円 

764,582,638円 

  2. 計算期間末日における受益権の 

   総数 
－ 3,104,008,643口 

3. 計算期間末日における１口当た

り純資産額 
1.5545円 1.6641円 



－  － 
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（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、

委託者報酬の中から支弁している額 

 純資産総額に対して年率0.35％以内の額 

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、

委託者報酬の中から支弁している額 

同左 

２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程 

（平成17年9月16日から平成17年10月17日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（36,970,315円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、信託約款に規定

される収益調整金（692,647,525円）及び分配

準備積立金（1,152,960,393円）より分配対象

収益は1,882,578,233円（１口当たり0.407098

円）であり、うち20,809,759円（１口当たり

0.0045円）を分配金額としております。当該分

配金と損益及び剰余金計算書上の分配金額との

差額は、外国所得税控除額（594,820円）によ

るものです。 

（平成18年3月16日から平成18年4月17日までの分

配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（26,776,356円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除した額（0円）、信託約款に規定される

収益調整金（633,967,238円）及び分配準備積立

金（1,410,209,659円）より分配対象収益は

2,070,953,253円（１口当たり0.594901円）であ

り、うち15,665,271円（１口当たり0.0045円）

を分配金額としております。当該分配金と損益

及び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除

額（1,037,563円）によるものです。 

 

 

（平成17年10月18日から平成17年11月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（31,816,310円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の有

価証券売買等損益（222,409,039円）、信託約

款に規定される収益調整金（681,795,374円）

及び分配準備積立金（1,107,679,613円）より

分配対象収益は2,043,700,336円（１口当たり

0.460213円）であり、うち19,983,448円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金

額との差額は、外国所得税控除額（1,362,694

円）によるものです。 

 

 

（平成18年4月18日から平成18年5月15日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（10,793,377円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除した額（0円）、信託約款に規定される

収益調整金（637,786,622円）及び分配準備積立

金（1,387,368,987円）より分配対象収益は

2,035,948,986円（１口当たり0.593982円）であ

り、うち15,424,319円（１口当たり0.0045円）

を分配金額としております。当該分配金と損益

及び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除

額（961,352円）によるものです。 

 

 



－  － 
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第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

（平成17年11月16日から平成17年12月15日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（13,146,099円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の有

価証券売買等損益（115,798,745円）、信託約

款に規定される収益調整金（657,360,923円）

及び分配準備積立金（1,206,947,977円）より

分配対象収益は1,993,253,744円（１口当たり

0.488051円）であり、うち18,378,482円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金

額との差額は、外国所得税控除額（1,251,933

円）によるものです。 

 

 

（平成17年12月16日から平成18年1月16日まで

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（31,150,860円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、信託約款に規定

される収益調整金（642,072,710円）及び分配

準備積立金（1,221,695,912円）より分配対象

収益は1,894,919,482円（１口当たり0.492388

円）であり、うち17,317,937円（１口当たり

0.0045円）を分配金額としております。当該分

配金と損益及び剰余金計算書上の分配金額との

差額は、外国所得税控除額（1,177,639円）に

よるものです。 

 

（平成18年5月16日から平成18年6月15日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（9,871,224円、本ファンドに帰属すべき親投資

信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用

を控除し、繰越欠損金を補てんした額（0円）、

信託約款に規定される収益調整金（638,718,654

円）及び分配準備積立金（1,344,754,295円）よ

り分配対象収益は1,993,344,173円（１口当たり

0.592841円）であり、うち15,130,624円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の差額

は、外国所得税控除額（966,033円）によるもの

です。 

 

（平成18年6月16日から平成18年7月18日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（31,142,948円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除し、繰越欠損金を補てんした額（0

円）、信託約款に規定される収益調整金

（616,924,897円）及び分配準備積立金

（1,276,324,369円）より分配対象収益は

1,924,392,214円（１口当たり0.598558円）であ

り、うち14,467,718円（１口当たり0.0045円）

を分配金額としております。当該分配金と損益

及び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除

額（977,622円）によるものです。 

 

 



－  － 
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第5特定期間 

自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

第6特定期間 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

（平成18年1月17日から平成18年2月15日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（18,277,763円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の有

価証券売買等損益（170,924,776円）、信託約

款に規定される収益調整金（628,723,338円）

及び分配準備積立金（1,154,558,726円）より

分配対象収益は1,972,484,603円（１口当たり

0.540337円）であり、うち16,427,123円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金

額との差額は、外国所得税控除額（1,116,721

円）によるものです。 

（平成18年7月19日から平成18年8月15日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（19,379,810円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除し、繰越欠損金を補てんした額

（4,652,316円）、信託約款に規定される収益調

整金（626,823,325円）及び分配準備積立金

（1,251,322,387円）より分配対象収益は

1,902,177,838円（１口当たり0.602172円）であ

り、うち14,214,885円（１口当たり0.0045円）

を分配金額としております。当該分配金と損益

及び剰余金計算書上の差額は、外国所得税控除

額（970,001円）によるものです。 

 

 

（平成18年2月16日から平成18年3月15日までの

分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（8,150,134円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、費用控除後の有

価証券売買等損益（188,009,305円）信託約款

に規定される収益調整金（639,752,568円）及

び分配準備積立金（1,279,052,848円）より分

配対象収益は2,114,964,855円（１口当たり

0.591156円）であり、うち16,099,541円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金

額との差額は、外国所得税控除額（1,101,745

円）によるものです。 

 

（平成18年8月16日から平成18年9月15日まで 

の分配金計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（13,340,008円、本ファンドに帰属すべき親投

資信託の配当等収益を含む）、解約に伴う当期

純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費

用を控除した額（312,357,237円）、信託約款

に規定される収益調整金（652,434,185円）及

び分配準備積立金（1,204,521,331円）より分

配対象収益は2,182,652,761円（１口当たり

0.703172円）であり、うち13,968,038円（１口

当たり0.0045円）を分配金額としております。

当該分配金と損益及び剰余金計算書上の差額

は、外国所得税控除額（952,332円）によるも

のです。 

 

 



－  － 
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（有価証券に関する注記） 

 

第5特定期間（平成18年３月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
最終計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 5,568,947,485 203,823,731 

合計 5,568,947,485 203,823,731 

 

第6特定期間（平成18年９月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
最終計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 5,164,456,569 334,314,586 

合計 5,164,456,569 334,314,586 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

 (4）附属明細表 

① 有価証券明細表 

 

(ア）株式 

 該当事項はありません。 

 

(イ）株式以外の有価証券 

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考 

親投資信託 

受益証券 

フィデリティ・ＵＳリー

ト・マザーファンド 
2,698,394,153 5,164,456,569 － 

合計 － 2,698,394,153 5,164,456,569 － 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 



－  － 
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（参考情報） 

 ファンドは、「フィデリティ・USリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と

しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投

資信託の受益証券です。 

 なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 

 

「フィデリティ・USリート・マザーファンド」の状況 

 なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

 

  (1）貸借対照表 

（平成18年３月15日現在） （平成18年９月15日現在） 
区分 

注記 

番号 金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  67,137,388 46,230,194 

投資証券  6,770,966,500 6,248,366,843 

派生商品評価勘定  － 10,784 

未収入金  75,376,950 76,047,996 

未収配当金  6,017,517 10,993,971 

流動資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 

資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  1,159 － 

未払金  － 45,940,044 

流動負債合計  1,159 45,940,044 

負債合計  1,159 45,940,044 

純資産の部    

元本等    

元本  3,964,473,001 3,310,392,131 

剰余金    

期末剰余金  2,955,024,195 3,025,317,613 

剰余金合計  2,955,024,195 3,025,317,613 

元本等合計  － 6,335,709,744 

純資産合計  6,919,497,196 6,335,709,744 

負債・純資産合計  6,919,498,355 6,381,649,788 



－  － 

 

 

38

  (2）注記表 

前期については、「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．有価証券の評

価基準及び評価

方法 

 

投資証券 

 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、証券取引所又は店頭市場における

最終相場（最終相場がないものについて

は、それに準ずる価額）、又は証券会社

等から提示される気配相場に基づいて評

価しております。 

投資証券 

 同左 

２．デリバティブ

の評価基準及び

評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則として、わが

国における計算期間末日の対顧客先物売

買相場の仲値によって計算しておりま

す。 

為替予約取引 

同左 

３．収益及び費用

の計上基準 

受取配当金の計上基準 

 受取配当金は原則として、株式の配当

落ち日において、その金額が確定してい

る場合には当該金額を計上し、いまだ確

定していない場合には入金日基準で計上

しております。 

受取配当金の計上基準 

同左 

４．その他財務諸

表作成のための

基本となる重要

な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信託財

産の貸借対照表、損益及び剰余金計算

書、附属明細表並びに運用報告書に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）

第60条に基づき、取引発生時の外国通貨

の額をもって記録する方法を採用してお

ります。但し、同第61条に基づき、外国

通貨の売却時において、当該外国通貨に

加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及

び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資

産額に対する当該売却外国通貨の割合相

当額を当該外国通貨の売却時の外国為替

相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定

に対する円換算した外貨基金勘定の割合

相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、

円換算した外貨基金勘定を相殺した差額

を為替差損益とする計理処理を採用して

おります。 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信

託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）第60条に基

づき、取引発生時の外国通貨の額を

もって記録する方法を採用しており

ます。但し、同第61条に基づき、外

国通貨の売却時において、当該外国

通貨に加えて、外貨建資産等の外貨

基金勘定及び外貨建各損益勘定の前

日の外貨建純資産額に対する当該売

却外国通貨の割合相当額を当該外国

通貨の売却時の外国為替相場等で円

換算し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割合相

当の邦貨建資産等の外国投資勘定

と、円換算した外貨基金勘定を相殺

した差額を為替差損益とする計理処

理を採用しております。 

 



－  － 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 （平成18年３月15日現在） （平成18年９月15日現在） 

１．元本の推移   

期首相当日現在元本額 5,651,580,509円 3,964,473,001円 

期中追加設定元本額 133,527,672円 174,364,786円 

期中一部解約元本額 1,820,635,180円 828,445,656円 

２．期末における元本額及びその内訳   

フィデリティ・USリート・ファン

ド A（為替ヘッジあり） 
773,830,463円 611,997,978円 

フィデリティ・USリート・ファン

ド B（為替ヘッジなし） 
3,190,642,538円 2,698,394,153円 

計 3,964,473,001円 3,310,392,131円 

３．計算期間末日における受益権の総

数 
－ 3,310,392,131口 

４．計算期間末日における１口当たり

純資産額 
1.7454円 1.9139円 

 

（有価証券に関する注記） 

 

（平成18年３月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

投資証券 6,770,966,500 457,883,565 

合計 6,770,966,500 457,883,565 

 

（平成18年９月15日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

投資証券 6,248,366,843 377,690,051 

合計 6,248,366,843 377,690,051 

 



－  － 

 

 

40

（デリバティブ取引に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

項目 
自 平成17年９月16日 

至 平成18年３月15日 

自 平成18年３月16日 

至 平成18年９月15日 

１．取引の内容 当ファンドの利用しているデリバ

ティブ取引は、為替予約でありま

す。 

同左 

２．取引に対する取組方

針 

デリバティブ取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行なわ

ない方針であります。 

同左 

３．取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを回

避し、安定的な利益の確保を図る

目的で利用しております。 

同左 

４．取引に係るリスクの

内容 

為替予約取引に係る主要なリスク

は、為替相場の変動によるリスク

であります。 

同左 

５．取引に係るリスク管

理体制 

デリバティブ取引の執行・管理に

ついては、取引権限及び取引限度

額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決済担当者の承認

を得て行っております。 

同左 

６．取引の時価等に関す

る事項についての補足

説明 

取引の時価に関する事項について

の契約額等は、あくまでもデリバ

ティブ取引における名目的な契約

額であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 

同左 

 



－  － 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 

（平成18年３月15日現在） 

契約額等（円） 
種類 

 うち１年超
時価（円） 評価損益（円） 

市場取引以外の取引  

為替予約取引  

売建  

米ドル 736,726 － 737,885 △1,159

合計 736,726 － 737,885 △1,159

 

（平成18年９月15日現在） 

契約額等（円） 
種類 

 うち１年超
時価（円） 評価損益（円） 

市場取引以外の取引  

為替予約取引  

買建  

米ドル 5,658,984 － 5,669,768 10,784

合計 5,658,984 － 5,669,768 10,784

 

 （注）時価の算定方法 

１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下

のように評価しております。 

(1）計算期間末日において予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）

の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該

対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

(2）計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合

は、以下の方法によっております。 

① 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場

合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つ

の対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価してお

ります。 

② 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない

場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値

により評価しております。 

２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、

計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。 



－  － 
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（重要な後発事象に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 



－  － 
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  (3）附属明細表 

 

① 有価証券明細表 

(ア）株式 

該当事項はありません。 

 

(イ）株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

投資証券 米ドル AMERICAN HOME MTG INVT REIT 24,000.00 789,600.00 ― 

  APARTMENT INV & MGMT CO A 25,300.00 1,351,779.00 ― 

  AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,000.00 737,820.00 ― 

  CAPITAL LEASE FUNDING INC 43,000.00 486,330.00 ― 

  CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 51,100.00 2,125,760.00 ― 

  CEDAR SHOPPING CENTERS INC 57,900.00 903,240.00 ― 

  CENTRACORE PROPERTIES TRUST 31,000.00 864,900.00 ― 

  DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP 21,900.00 1,208,880.00 ― 

  DUKE REALTY CORP 80,300.00 3,043,370.00 ― 

  EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST 60,300.00 2,315,520.00 ― 

  EQUITY ONE INC REIT 4,800.00 114,528.00 ― 

  EQUITY RESIDENTIAL 63,000.00 3,181,500.00 ― 

  GENERAL GROWTH PROPERTIES INC 43,460.00 2,077,822.60 ― 

  GMH COMMUNITIES TRUST 53,000.00 687,410.00 ― 

  GOVERNMENT PROPERTIES TRUST REIT 68,000.00 603,160.00 ― 

  HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS INC 38,000.00 1,153,300.00 ― 

  HEALTH CARE REIT INC 33,000.00 1,279,080.00 ― 

  HOMEBANC CORP GA 164,700.00 1,007,964.00 ― 

  HOST HOTELS & RESORTS INC 58,000.00 1,306,740.00 ― 

  HRPT PROPERTIES TRUST 43,000.00 508,260.00 ― 

  INLAND REAL ESTATE CORP 148,800.00 2,455,200.00 ― 

  ISTAR FINANCIAL INC 28,100.00 1,176,266.00 ― 

  KIMCO REALTY CORP 62,600.00 2,617,306.00 ― 

  MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 56,500.00 742,410.00 ― 

  NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 83,000.00 1,784,500.00 ― 

  NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC 17,000.00 448,630.00 ― 

  NEWCASTLE INVESTMENT CORP 40,400.00 1,115,040.00 ― 

  ONE LIBERTY PROPERTIES INC 18,900.00 412,587.00 ― 

  PROLOGIS 49,100.00 2,850,255.00 ― 

  SAXON CAPITAL INC 61,500.00 857,925.00 ― 

  SENIOR HOUSING PROP TRUST 63,800.00 1,356,388.00 ― 

  SIMON PROPERTY GROUP INC 31,900.00 2,912,470.00 ― 

  SOVRAN SELF STORAGE REIT 20,000.00 1,095,000.00 ― 

  TRUSTREET PROPERTIES INC 91,000.00 1,142,960.00 ― 

  UNITED DOMINION REALTY TRUST 105,600.00 3,220,800.00 ― 

 



－  － 
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

  VENTAS INC 50,500.00 1,951,825.00 ― 

  VORNADO REALTY TRUST 5,200.00 566,800.00 ― 

  WEINGARTEN REALTY INVESTORS 13,550.00 575,333.00 ― 

 米ドル  1,917,210.00 53,028,658.60  

 小計  (6,248,366,843)  

投資証券   6,248,366,843  

合計   (6,248,366,843)  

合計   6,248,366,843  

   (6,248,366,843)  

 

有価証券明細表注記 

１．通貨種類毎の小計欄の（  ）内は、邦貨換算額であります。 

２．合計金額欄の（  ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。 

３．外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入投資証券 

時価比率 

合計金額に 

対する比率 

米ドル 投資証券 38銘柄 100.0％ 100.0％ 
     

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 「注記事項（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。 

 



－  － 
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２【ファンドの現況】 
 

【純資産額計算書】 

Ａコース（為替ヘッジあり） 
 （2006年10月31日現在）

種類 金額 単位

Ⅰ 資産総額 1,200,567,754 円 

Ⅱ 負債総額 10,746,744 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,189,821,010 円 

Ⅳ 発行済数量 788,775,795 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5084 円 

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 
 （2006年10月31日現在）

種類 金額 単位

Ⅰ 資産総額 5,478,399,484 円 

Ⅱ 負債総額 43,033,234 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,435,366,250 円 

Ⅳ 発行済数量 3,048,864,373 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7828 円 

 

 

（参考）マザーファンドの純資産額計算書 
 （2006年10月31日現在）

種類 金額 単位

Ⅰ 資産総額 6,646,708,501 円 

Ⅱ 負債総額 22,628 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,646,685,873 円 

Ⅳ 発行済数量 3,228,384,986 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0588 円 

 



－  － 
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第５【設定及び解約の実績】 
 

 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次の

とおりです。 

 

Ａコース（為替ヘッジあり） 

期 設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）

第１特定期間 
（2003年12月９日～2004年３月15日）

2,193,106,901 96,678,326 2,096,428,575

第２特定期間 
（2004年３月16日～2004年９月15日）

1,034,111,695 510,738,739  2,619,801,531

第３特定期間 
(2004年９月16日～2005年３月15日）

363,773,621 1,108,531,553  1,875,043,599

第４特定期間 

（2005年３月16日～2005年９月15日）
350,606,460 817,568,208 1,408,081,851

第５特定期間 

（2005年９月16日～2006年３月15日) 
112,183,776 522,717,672 997,547,955

第６特定期間 

（2006年３月16日～2006年９月15日) 
64,426,367 234,266,759 827,707,563

 

Ｂコース（為替ヘッジなし） 

期 設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）

第１特定期間 
（2003年12月９日～2004年３月15日）

3,621,997,264 261,819,575 3,360,177,689

第２特定期間 
（2004年３月16日～2004年９月15日）

3,209,626,983 949,731,088 5,620,073,584

第３特定期間 
（2004年９月16日～2005年３月15日）

2,151,014,470 1,615,773,414 6,155,314,640

第４特定期間 
（2005年３月16日～2005年９月15日）

1,640,291,328 2,947,436,601 4,848,169,367

第５特定期間 

（2005年９月16日～2006年３月15日) 
467,357,917 1,737,851,490 3,577,675,794

第６特定期間 

（2006年３月16日～2006年９月15日) 
290,915,487 764,582,638 3,104,008,643
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